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北海道大学演習林研究報告第 60巻第1号 19-60(2003) 

若年林業労働力の参入形態と定着条件

一北海道滝上町における行政，事業体，新規林業労働参入者の対応ー

早尻正宏1
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by 
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わが国において，都市生活者，特に若年都市出身者の林業労働への新規参入が確認され始めたのは1990年

代初頭であった。こうした動向は地域差を伴いながらも全国的な広がりを見せた。現在では，将来の林業労働

力の有力な担い手として認知されつつある。しかし，当初からその定着率は低く，現在でも依然，低位性は払

拭されていない。従来の労働条件の改善を中心とした取り組みの限界が指摘される。

本研究では，その定着条件を明らかにすることを目的に， 1998年頃から若年林業労働者の就労が増加して

いる北海道滝上町を調査分析の対象とした。その結果，道外出身のIターン型世帯持ち林業労働者家族が農山村

地域社会との融和問題という深刻な課題を抱えていること，このことに対して労使聞に埋めがたい認識の差異

があることなどが確認された。現局面は「仮の」定着から「真の」定着への過渡期と位置付けられる。「真の」

定着のためには，行政，事業体側の労働者に対する労働力補完的認識からの脱却，配偶者の能力を生かせる職

場の提供，生活面における労働者家族への社会教育実践などが求められる。またこうした実践は，地域全体の

課題として取り組まれなくてはならない。

キーワード:新規林業労働参入者，林業労働力確保，定着条件，農山村地域社会，社会教育
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1.研究課題と方法

1. 1.問題意識

1990年代は経済のみならず政治，文化など多領域

にわたりグローパル化が激しく進展した時代であった。

日本国内を覆う長期不況と農産物貿易の自由化は農山

村地域を苦境に陥れ，特に中山間地域においては農林

業の展開が阻害される要因となっている。

ここで林業の動向に注目すると， 1990年代とは林

業労働力問題が新たな展開を見せた10年でもあった。

林政における各種の林業労働力確保政策の展開，現場

における林業労働力の量的減少および質的劣化，そし

て林業労働力の新たな供給路の登場などである。

林政について見ると，その背景には1991年4月の

森林法改正を契機とした流域管理システム政策の展開

がある。流域管理システムの推進上，また量的減少，

質的劣化と深刻な度合いを深める林業労働力問題を解

決するために， 1991年に林野庁に林業労働対策室が設

;欠

3.2.4.KN造材部

3.2.5. KS林業株式会社

3.3.林業事業体聞の連携による対応

3.3.1.滝上町林業機械利用組合

3.3.2.滝上産業クラスター研究会

3.3.3.林業事業体間連携の意義と限界

3.4.小括

3.4.1.新規林業労働参入者の就労諸条件

3.4.2.行政，事業体における対応のまとめ

4.新規林業労働参入者の定着パターンと直面している

課題

4.1. UターンおよびIターン林業労働者の分類

4. 1. 1.調査対象者概要

4.1.2.分類

4.2.新規林業労働参入者の抱える課題

4.2.1.現在までの定着要因

4.2.2.矛盾の現局面

4.2.3.解決への対応とその評価

4.3.小括

5.考察

5.1.新規林業労働参入者をめぐる諸問題

5.2.新規林業労働参入者の定着諸条件

置された。林業労働政策はそれ以降，主なものとして

1993年の林野庁，国土庁，自治省の 3省庁共官による

「森林・山村対策」の実施， 1996年に林野三法の 1っ

として成立した「林業労働力の確保の促進に関する法

律J(以下， I林業労働力確保法J)による森林整備担

い手育成確保総合対策事業の開始， 1997年の林業への

労働基準法完全適用を挙げることができる。自治体レ

ベルでは，林業労働力確保法の施行により各都道府県

に設置された林業労働力確保支援センターが，森林整

備担い手育成確保総合対策事業(林野庁)および林業

雇用改善促進事業(厚生労働省委託)を実施してい

る1。本稿の分析対象である北海道では，北海道森林

整備担い手支援センターにおいて， 1999年度現在で計

16種の事業が行われている 2。ただし，林業労働力確

保への対応は現場では1980年代から取り組まれていた

ことに注意しなければならない 3。益尾大祐は，こう

した地域的実践の蓄積が林政の対応に影響を与えてい
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ることを指摘している o

こうした施策にもかかわらず，林業労働者の減少

および高齢化は引き続き進行している。北海道も例外

ではない。林業事業体は事業量の減少Sから経営的に

は苦しい状況にあり，その数を減らしている 6。そし

て事業体自体は存続しているものの，事実上林業から

撤退している事例もある。図1.1には北海道における

林業就業者数の推移を示した。 1960年代以降，減少の

一途をたどっており.2000年にはついに l万人を害1)り

込み9.067人となった。これからも減少傾向は続くで

あろう。林業労働者の高齢化も非常に激しく進行して

いる。それを示したのが図1.2である。これによると，

2000年時点で林業労働者に占める60歳以上の割合は

29.6%であり. 5年前の1995年からは8.3ポイントもそ

の比率を上昇させている。さらに. 1985年にその割合

を過半にした50歳以上層 (50歳以上のすべての労働者)

は1995年時点より若干低下したものの. 2000年では全

林業労働者の実に65.7%を占めている。林業労働者は

量的減少，質的高齢化の局面にある。

事業量の減少により林業労働者の絶対数は減りつ

つある。こうした中で，林業労働者の高齢化によるリ

仏j
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図1.1. 北海道における林業就業者数の推移

資料 総務省統計局 『国勢調査報告』各年版より作成
注:1)林業就業者とは調査年の9月末週時点で林業に就業
していた者.

2) 2000年10月1日現在の平均年齢は52.4歳

タイアは労働力の穴埋めとしての新規参入をもたらし

ている。事業体は現行の事業量を維持するために一定

の労働力補充を行っているのである。北海道の新規林

業労働参入者数を出身地別に示したものが表1.1. 年

齢別 00齢級)に示したものが表1.2である。表1.1に

示したように. 1999年度では215名が林業に新規参入

し，そのうちUターン者が14名， 北海道内外からの

Iターン者 (1道内他市町村」および 「道外J)は69名

となっている。 1998年度ではUターン者は7名，道内

外からの Iターン者は48名と，両年度でUターン者と

Iターン者は新規林業労働参入者数の4害1)前後を占め

ている。特に道内外からの Iターン者が多い。年齢別

では，表1.21こ示されるように，年度によりばらつき

はあるものの若い20-29歳層と30-39歳層が多く参入し

ている。 Iターン者は新規林業労働参入の主流を占め

つつあり，また Iターン者とは限らなL、が比較的若い

労働者層が林業に参入している。

こうしたUターン者および Iターン者?の林業労

働への新規参入は1990年代初頭から全国的に見られる

ようになった九三井昭二は，この新しいタイプの林

業労働力を「脱近代的」労働力と規定した9。従来と

65.7 

67 

63.8 

51 

38.4 

0.0% 20.0% 40.096 60.096 80.096 叩附

図1.2 北海道における50歳以上層と60歳以上層が林
業就業者に占める割合

資料総務省統計局 『国勢調査報告』各年版より作成.
注 50歳以上層は50歳代と60歳以上層を合計したもの

表1.1. 北海道における新規林業労働参入者数(出身地別)
(単位・人)

同一市町村 道内他市町村 道外

UH者 新規i高卒 その他 新規高卒 その他 新規高卒 その他 E十

1998年度 7 8 76 7 29 4 8 139 
1999年度 14 6 126 7 33 7 22 215 

資料 北海道水産林務部林業振興課 『林業労働実態調査報告書 (平成11年度実績)Jより作成
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表1.2. 北海道における新規林業労働参入者数(年齢別)
(単位:人)

20歳未満 20-29歳 30-39歳 40-49歳 印歳以上 合計
lω1年度 3 16 14 10 39 82 
1992年度 8 22 18 23 33 104 
l鈎3年度 19 40 21 38 55 173 
1ω4年度 9 26 13 21 25 94 
1995年度 14 44 32 22 47 159 
1蜘年度 13 25 14 13 47 112 
1997年度 18 46 26 22 55 167 
1鈎9年度 11 71 47 31 55 215 

資料:北海道水産林務部林業振興課『林業労働実態調査報告書(平成11年度実績)Jより作成.
注:1998年度は調査を実施していないためデータなし.

は明らかに異なる供給源10である都市出身者を中心と

した若年者の林業労働への新規参入が地域差を伴いな

がらも全国各地で確認され，数多く報告されている~

Uターン者およびIターン者の林業労働への新規参入

は近年では珍しいものではなくなった。特にこの動向

が顕著な岐阜，長野の両県では，都市出身の若年新規

林業労働参入者が森林組合作業班の再生産に不可欠の

存在となっている。そして，両県を対象とした詳細な

地域調査に基づく研究が蓄積されている九北海道で

はこうした動向が広範に見られず実態を把握しにくい

状況であるが，代表的な事例として下川町を挙げるこ

とができる。

こうした中で，新規林業労働参入者，特に Iター

ン労働者について深刻な問題が顧在化している。定着

率の低さである。都市出身労働者の林業からの退出現

象は全国的に報告されている。北海道では，正確な数

字の把握はできないが，北海道森林整備担い手支援セ

ンターによると， r毎年少なくない人数が林業労働に
参入し，その多くが短期間， 1年前後で辞めてしまう」

という実態がある。田村早苗は，若年層において県外

出身者の定着率が地元出身者に比べて低位であること

を指摘する日

こうした実態は研究視点の変化を引き起こしつつ

ある。林業労働力確保の優良事例分析に焦点が置かれ

ていた従来の研究から，低い定着率の解明や定着諸条

件についての研究への移行である。ここでは低い定着

率の要因として，林業労働に対する理想と現実のギャッ

プ，林業労働そのものへの不適応，賃金や社会保障水

準の低位性への不満を挙げている。定着条件として，

就労条件のより一層の整備，具体的には居住環境の整

備，賃金や社会保障の改善を提示している。しかし，

近年，定着率の低さを以上のような林業自体に起因す

る問題や住宅環境の問題だけで説明することへの限界

が認識されつつある。農山村地域社会での労働と生活

を包括的に捉える視角の登場である。本研究の問題意

識，林業労働者の定着率低位性を改善する条件の解明

は，こうした動向の延長線上にある。以下では先行研

究を検討し，より問題意識を明確にする。

1. 2.先行研究の検討

都市生活経験者，特に若年都市出身者の林業労働

への新規参入に関する研究は1990年代初頭の小池正雄

に始まる九小池は一連の論稿で国，都道府県が実施

する林業労働力確保政策とかかわらせながら，主に長

野，岐阜両県の森林組合を対象として作業班の労働力

再生産を多面的に分析した。ここでは新規林業労働参

入者の参入経路や定着状況，就労条件の詳細な把握に

とどまらず，労働過程や技術継承の問題，彼らの雇用

による事業体側の経営負担問題まで幅広く検討してい

る。そして，新規林業労働参入者を「新しいライフス

タイルにもとづく林業労働者J15と定義した上で， r… 
現在において支配的な農地も山林も住宅も全く所有し

ないデファクトの賃金労働者的性格を持った Iターン

型林業労働者J16の定着に向けての諸課題を，林業に直

接起因する事柄だけではなく，住宅問題を含めた社会

資本の未整備，生活の不便さ，古くからの伝統を重ん

じる村落共同社会との融和の問題，配偶者の就労確保

など，農山村地域での日常生活にも幅を広げて指摘し

ている 170

小池と重なるところが多いが，上久保達夫の岐阜

県下森林組合で働く新規林業労働参入者を対象とした

労働と生活に関する研究がある九上久保は定着条件

として，農山村社会で少数派である新規林業労働参入

者とその家族の価値観を受容し，それに対応できる社

会システムの構築の必要性を挙げる。新規林業労働参

入者を農山村過疎地域社会の変革主体として位置付け
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る視点は新鮮である。

次いで，田村は森林組合で働く新規林業労働参入

者の生活時間と家計の分析を通して，労働者が農山村

生活で実現を目指している価値.r生活価値」の把握
に努めた190 そして，今後ライフサイクルの移行によ

り「望ましい生活時間配分が家計破綻により阻害され

る」可能性を指摘した。また田村は森林組合における

労務管理と作業班員の労働生産性の関係を検討し，労

働生産性における出来高制の優位を指摘した。ここか

ら若年新規林業労働参入者の主要賃金制度である月給

制の改善，すなわち能力主義を組み込んだ賃金制度の

構築を提示している九こうした議論の上で，田村は

山村での定住化の視点に基づく林業労働対策の必要性

を強調する。ここでは定住対策に対する政府，地方公

共団体の財政的支援が求められている。

柳幸広登は，新規林業労働参入者の退職原因を参

入側に責任があるものと雇用側に責任があるものに分

けた上で定着に向けての課題を検討した九雇用側に

責任があるものとして作業チーム編成の問題点を挙げ

ている。それは，出来高払いのため配属チーム先によ

り新規林業労働参入者聞に賃金格差が出ること，中高

年労働者の中に 1人だけ新規参入者が加わる場合の人

間関係の難しさなどである。ここでは採用時の複数採

用を提言している。

最後に，山田茂樹の高知県における第3セクター

の事例研究に触れる九現在では第3セクターで雇用

される林業労働者の公務員に準じた就労条件は一般的

に見られる。加えてこの事例では，将来，労働者を独

立させ自営業者になることを奨励している。独立自営

業主として仕事を請負わせることにより，より高い賃

金の実現可能性を提供している。定着条件創出の新た

な展開と言えよう。と同時に，これは労働力の経営外

放出であり，現在の流れである労働力の経営内包摂に

逆行するものでもある。今後の展開が注目される対応

である。

以上，林業経済学分野における新規林業労働参入

者の定着問題を論じた主要研究を振り返った。それぞ

れにおいて研究は深められつつあるが，調査対象には

地域的隔たりがある。岐阜，長野両県以外での研究蓄

積はほとんどない。また両県での新規林業労働参入者

の多くが森林組合作業班員であることも分析に課題を

残している。都市出身者および都市生活を経験した若

者の新規林業労働参入が全国的に見られるようになっ

た中，研究対象の地域的，雇用事業体の形態的隔たり

が存在する。

1. 3.課題段定

以上見てきたように，近年の研究では労働条件改

善を中心とする従来型対応の枠を越えたさまざまな定

着条件が提示されている。しかし，新規林業労働参入

者とその家族が直面する具体的な問題，矛盾把握の点

で先行研究には限界がある。定着諸条件は労働者が抱

える具体的な矛盾を把握することを通して検討されな

ければならない。しかし，先行研究では前節末尾で述

べた事情を考慮しでも適切な矛盾把握ができていると

は言えない。それは先行研究が無意識的に用いてきた，

定着問題を労働力確保の延長線上で捉える方法論に問

題がある。林業労働力の「確保」と林業労働者の「定

着」が異なる事象であることは，現実の，依然として

続く定着率の低位性が証明している。先に検討してき

た諸研究も実は萌芽的にそれを認識している。

ここで一度，なぜ現在，林業労働者の「定着」の

視点が求められるのか，確認したい。新規林業労働参

入者は従来の林業労働力と違い，一定の技術を持って

いない未経験者が多い。ここから「定着」が求められ

る理由が雇用事業体側の要請と新規林業労働参入者の

属性の2点に求められる。まず，雇用事業体側が負担

しなければならない新規参入者の養成費用の問題があ

る。柳幸らの森林組合を対象にした調査によると，未

経験者l人を雇用した場合.1年目では造林で4分のL

造材で4割の森林組合が 1人当たり100万円以上の赤

字となっている九こうした場合，新規参入者が早期

に退職することは事業体にとって大きな痛手となる。

また新規参入者の多くは転職者である。現在の雇用情

勢は必ずしも次(林業労働を辞めた後)の転職を保障

しない。家族を伴つての参入ではなおさらこのことを

意識せざるを得ない。ここにも林業労働者の「定着」

が求められる理由がある。そして，家族を伴った参入

形態(参入後に世帯持ちになることも含めて)では

「地域社会」とのかかわり，すなわち「農山村地域へ

の労働者家族の定着Jが課題となる。

従来の研究は「確保J(林業労働者側にとっては

「参入J)と「定着」を区別した上で労働者の定着諸条

件を論じるといった問題意識が希薄であった。そのた

め，現在，新規林業労働参入者が抱えている矛盾を的

確に把握できていない。新規林業労働参入者の定着を

論じるためには「確保Jもしくは「参入」と「定着」

を明確に区分した視点が求められる。その際，新規林
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業労働参入者の属性を考慮しなくてはならない。それ

は， Uターン者かそれとも Iターン者か，独身者であ

るか世帯持ち者であるか，配偶者の出身地が就労先の

地域であるかどうかなどである。それぞれの参入パター

ンにより，抱える矛盾も，当然，定着に向けての諸課

題も異なるであろう。

こうした問題意識と先行研究を踏まえ，本稿では

林業労働者の「確保」もしくは「参入」と「定着」を

区別し，地域社会とのかかわりから新規林業労働参入

者の「定着」に向けての課題を探る見地に立つ。ここ

では配偶者の就業動向，社会教育活動への参加動向な

どを検討しなくてはならない。そして，現段階の新規

林業労働参入者の抱えている矛盾を明らかにし，行政，

事業体，林業労働者の各主体の取り組みとその評価を

通じて林業労働者の定着諸条件を探っていく。

1.4.調査対象と調査方法

以上のような課題への接近のため，本稿では分析

対象を北海道網走支庁紋別郡滝上町に設定した。滝上

町は近年多くの林業労働者が新規参入を果たした地域

である。そしてその多くが1年という林業労働の節目2.

を乗り越えて現在も働き続けている。事業体に関して

は，北海道では唯一の，林業を主軸にした第3セクター

の存在が特徴として挙げられる。民間の事業体は若い

経営者を中心に活発な活動を続けている。本稿では滝

上町における行政，各事業体，そして林業労働者を調

査分析の対象とする。

調査方法は聞き取り調査を中心としたが，必要に

応じて統計などの分析を併せて行い，できる限りの客

観的情勢を示すように努めた。聞き取り調査は北海道

水産林務部，北海道森林整備担い手支援センター，滝

上町役場担当部署，第3セクター「株式会社グリーン

たきのうえ」と民間の林業会社4社に対して実施した。

林業労働者14名(滝上町内に居住する新規林業労働参

入者13人全員を含む)および林業労働者以外のIターン者

5名に対しては調査票を用いての聞き取り調査を行った。

1. 5.論文の構成

以下， 2.では，主に統計を利用し滝上町を概観し

た後，滝上町内にある林業事業体，林業労働者の存在

形態を確認する。 3.では，新規林業労働参入者につい

ての滝上町当局，林業事業体の取り組みを確認，検証

する。ここでは労働者の就労諸条件を把握する。その

際，各事業体での林業労働者，特に新規林業労働参入

者が事業体内部で労働力としてどのような位置付けを

与えられているのかに留意する。 4.では，林業労働者

への聞き取り調査の結果の分析を通して，現段階にお

ける労働者の抱える矛盾，解決への取り組みを把握し，

その意義を検証する。最後に5.で，総合考察を行い，

林業労働者の定着諸条件を明らかにしたい。
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2.滝上町における林業事業体，労働者の諸特徴

2.1.滝上町概観一若年林業労働力の受入基盤一

2. 1. 1.自然的条件1

滝上町は北海道の北東，網走支庁管内の西部，渚
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図2.1. 北海道網走支庁紋別郡滝上町の位置

滑川の上流に位置する内陸の町である(図2.0。網走

支庁管内の紋別市，白滝村，丸瀬布町，興部町，西興

部村，上川支庁管内の下川町，朝日町，上川町に隣接

2.1.2.社会経済的条件

わが国農山村地域が共通して抱える過疎化，高齢

化，農林業不振の問題が滝上町にも例外なく当てはま

している。その面積は北東から西南まで44.41佃，南東 る。

から北西まで27.81佃の766.89凶で，網走支庁管内26市 総人口は3.799人 (2000年10月1日現在)で，図2.

町村の中では紋別市に次いで第2位の広さである。総

面積の約90%が森林で，そのうち国有林が約85%を占

める。全森林の人工林率2は23.7%の国有林天然林地

帯である(表2.1，表2.2)。気候はオホーツク海の気

象置にあり，周囲を北見山脈に固まれた狭長平坦な地

形のため盆地特有の気象状況になることが多い。この

ため夏は300C以上に，冬はマイナス300C以下となり寒

暖の差が激しい。降水量および降水日数は少ない。

表2.1. 滝上町の土地利用状況

名目

総土地面積

田

畑

面積 (ha)

76.689 

4，253 

牧草1，955

小麦お8

宅地 203 

森林 66.430 

資料:北海道統計協会『平成11年度北海道市町村要覧J.お
よび滝上町農業協同組合資料より作成.

表2.2. 滝上町の所有区分別森林面積とその人工林率

所有区分 森林面積 (ha) 人工林率(%)

国有林 58.530 23.4 
道有林

町有林 2.600 60.2 

2に示すように，減少の一途をたどり，現在では1955

年のピーク侍 03.465人)の 3分の l以下である。 65

歳以上人口は1，158人で総人口の30%を占め，高齢化

も進んでいる。若干古いが15歳以上の産業別就業者数

を表2.3に示す。就業者の5人に l人が第1次産業に

従事している。最盛期は800人以上を数えた林業就業

者は1995年では86人である。

滝上町の開拓は1905年以降，福島，富山両県を中

心とした入植者により進行した。町は大正から昭和に

かけて林業，林産業を中心として発展してきた。現在，

滝上町の主要産業は農業，林業，観光業である。

農業は小麦，てん菜などの畑作，酪農中心である。

(人)

16，000 

14，000 

12，0∞ 
10，。∞

8，0∞ 
6，000 

4，000 

2，000 

0 

13，183 

4，084 
3，799 

き皇室塁塁塁塁塁塁星雲(年)

その他E賄林 7β70 47.4 図2.2. 滝上町の人口推移 0950年以降)

資料:北海道水産林務部『平成11年度北海道林業統計』 資料:総務省統計局『国勢調査報告』各年版より作成.

(2000年)より作成. 注:総世帯数は2000年10月1日現在で1.578戸である.
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表2.3. 産業別就業者数 (15歳以上)

産業 人数(人〉 構成比(%)

第1次産業 364 19.7 
農業 262 14.1 
林業 102 5.5 
第2次産業 495 26.8 
建設業 277 14.9 
第3次産業 991 53.6 
総計 1，850 1∞ 

資料:総務省統計局『国勢調査報告』各年版より作成.
注:2000年10月1日現在.

平坦な盆地，豊富な水量lこ恵まれ肥沃な農耕地が古く

から形成されてきた。ハッカの生産量は日本一で圏内

生産の95%を占めている。現在，滝上町では水稲作付

が全く行われていない。それは過去の主要な林業労働

力析出基盤の崩壊. ["半農半労型J労働力の供給縮小

を意味する 3。滝上町の水田の大部分は1930年から

1933年にかけて造成され， ピーク時の1934年には785

haが作付けされた。その後は400ha前後を維持してい

たが1970年に始まった米の生産調整は滝上町稲作に壊

滅的打撃を与えた。周知の通り，北海道は減反政策に

おいて他府県に比べて「過大」な減反割り当てを受け

た。特に1978年から始まった水田利用再編対策，いわ

ゆる第2次減反では従来の全国一律1割減反から傾斜

別配分方式に移行し，都府県に比較して隔絶的高さの

割り当てを受けた。それは道内水田面積の34.9%に達

した。このように減反政策当初から厳しい割り当てを

受けてきた北海道であるが，ここで道内において減反

は均等に割り当てられることなく地域的格差をもって

配分されたことを指摘しなければならない 4。具体的

には，稲作中核地域としての空知，限界地域としての

上川北部，網走，十勝などに分類された上で傾斜配分

が実施された。そのため北限限界地である滝上町では，

1970年に418.8haを擁した水田はわずか5年後の1975

年には71.45haに激減し，さらに1980年には7.78ha.

1990年には完全に姿を消した。現在ではその多くは飼

料用作物を含めた畑作農耕地に転換している。滝上町

における専業農家の比率増加，第2種兼業農家の比率

減少も指摘しておく(表2.4)。

表2.4. 滝上町における専兼業別農家数の推移
(単位:戸)

専業 第l穫兼業 第2種兼業 総数

1960年 297 切7 181 985 
1965年 335 272 143 750 
1970年 202 245 90 537 
1975年 116 122 110 泌8
1980年 103 112 61 276 
1985年 99 78 59 236 
1990年 103 66 34 203 
1995年 97 48 32 177 
2000年 62 37 17 116 

資料:農林水産省統計情報部『世界農林業センサス北海道統
計書(農業編).1各年版より作成.

林業は豊富な森林資源を背景に林産業とともに普

から栄えた産業であるが，現在，厳しい情勢にある。

国有林地帯である滝上町では国有林の事業量の減少は

大きな打撃を与えた 5。ここで人工林資源状況を簡単

に述べると，齢級構成は 3齢級から 6齢級を中心とし

ており 7齢級以下が81%を占めている。若齢林を中心

としており間伐などの保育が今後も必要な段階にある。

樹種はトドマツ，カラマツが主体である。これらの人

工林は町の重要な地域資源である。厳しい林業情勢の

中ではあるが適切な管理が求められている。

観光業では滝上公園において 5月上旬から 6月上

旬に開催される芝ざくらまつりで全道に知られている。

渚滑川は渓流釣りで有名である。

2.2.滝上町内林業事業体の全体像

滝上町には2001年8月の調査時点で，林業事業体

が5社存在する。表2.5.表2.6.表2.7は，それぞれ

表2.5. 滝上町における事業内容別林業事業体数
(単位:事業体)

計 期オ生産のみ 耕生産・造林 造林のみ

1970年 39 18 15 6 
1980年 9 3 3 3 
1ω0年 10 2 3 5 

資料:農林水産省統計情報部『世界農林業センサス第1巻北海道統計書(林業
編)J各年版より作成.
注:事業体には個人なども含まれる.
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表2.6. 滝上町における素材生産事業体数の推移

(単位:事業体)

森林組合 各種団体・組合 その他会社

19初年 23 8 

19ω年 004 2 

1990年 o 0 5 0 

資料:農林水産省統計情報部『世界農林業センサス第1巻北海道統計書(林
業編).J1各年版より作成.

注:その他とは個人などである.

表2.7. 滝上町における造林事業体数の推移 (人)

(単位:事業体)
1，200 

.1，112 

森榊旦合 会社 その他
827 

1970年 17 4 800 

1980年 1 3 2 

1990年 5 2 600 

資料:農林水産省統計情報部「世界農林業センサス第1巻北 400 

海道統計書(林業編)J各年版より作成.
注:その他とは個人などである. 200 

滝上町における事業内容別林業事業体数，素材生産事

業体数，造林事業体数の推移を示している。この統計

によると， 1970年代に事業体数が激減している。会社

中心の，特に素材生産事業体の減少が著しい。この時

期は北海道全体でも大きく事業体が減少したが，滝上

町ではそれを上回るスピードでの激減であった。事業

量の大幅な、減少があったものと推測される。 1980年代

は事業体数はほぼ横ばいであった。 2000年では造林を

主に請負う 3事業体，立木買いが主な4事業体の計7

事業体である。

今回，素材生産と造林を兼業する事業体を4社確

認した。造林のみを請負う事業体は 1社だけであった。

統計資料の性格6を考慮しでも， 1990年の10事業体か

ら現在では確実にその数を減らしていると言えよう。

1970年に広範に見られた素材生産のみを営む林業事業

体は2000年では存在しない。現在では造林と素材生産

を兼業する事業体が主流である。

2.3.滝上町における林業労働者の概況

図2.3には滝上町における林業労働者数を示した。

それぞれの統計資料に固有の定義があるために同じ年

でも数値は一致しない。 1965年以降，激減し続けてき

た林業就業者数であるが， 2000年には1995年の87人か

ら102人へと増加している。一方1990年から2000年の

10年間で林業労働者数は減少を示した。『世界農林業

センサス』の10年に 1回という統計の性格上， 1990年
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図2.3. 滝上町における林業就業者および林業労働者
数の推移

資料:総務省統計局『国勢調査報告」各年版，および農林水
産省統計情報部『世界農林業センサス第1巻北海道統
計書』各年版より作成.
注:1)実線が『国勢調査報告』による林業就業者数.点線
が『世界農林業センサス」による林業労働者数.
2)林業就業者とは調査年の9月末週時点で林業に就業
していた者.
3)林業労働者とは年間150日以上雇われて林業に従事
した者.
4)林業就業者の2000年10月1日現在の平均年齢は52.5
歳.

代後半の動向だけを把握することはできないために判

断が難しいが，少なくとも1990年代後半は林業就業者

および林業労働者の減少は止まったと言える。

滝上町における林業就業者のコーホート分布を図

2.4に示した。ここからも林業就業者の激減が確かめ

られる。滝上町では， 1926年から1930年に生まれた

1930年コーホ一人および1931年から1935年に生まれ

た1935年コーホートが林業労働力の中心となってきた。

しかし， 2000年で、は中心を占める明確なコーホートは

見出せなくなっている。

滝上町で林業就業者数がピークを迎えたのは1960

年の827人であった。それは1954年に北海道を襲った

台風15号(洞爺丸台風)による風倒木の処理7がこの
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図2.4. 滝上町における林業就業者のコーホート分布

資料.農林水産省統計情報部『国勢調査報告』各年版より作成.
注・1)林業就業者とは調査年の9月末週時点で林業に就業していた者.
2)1965年と1970年のデータでは65歳以上は合計の数値.
3)1990年と1995年のデータは欠如している.

0 

15 -20 

(表2.8)。ここでは特に会社に雇用される林業労働者

の減少が目立つ。 1970年から1980年の10年間に10分の

l以下に激減している。 2000年では1990年の51人をさ

らに下回り24人となっている。営林署に雇用される林

業労働者も減少し続け， 1990年には75人と1970年の 3

分の 1となった。 2000年ではさらに減少し11人である。

滝上町には1947年開設の滝上営林署と1951年開設の北

雄営林署があったが， 1985年に国有林の合理化計画に

より北雄営林署は滝上営林署に統廃合された。これが

1980年代の減少に関係している。 1980年代後半以降現

在に至るまで，営林署は内部組織の縮小再編を繰り返

した。 1997年には滝上営林署の存続問題が取り沙汰さ

れたが廃止は免れた。 1999年からは網走西部森林管理

署西紋別支署として存続しているものの，規模は大幅

に縮小されている。 1980年から続いてきた国有林労働

者が滝上町の全林業労働者の過半数を占める状態は，

時期まで盛んに行われたためである。ちなみに北海道

の林業就業者数も1960年にピークを迎えている(前掲

図1.1)。滝上町の人口も1954年から1959年にかけて風

倒木処理が盛んに行われたことでこの時期に増加し，

1955年に13，465人(図2.2)となりピークを迎えた。

その後，風倒木処理が一段落すると人口は激減し始め

た。林業就業者数は1965年から大幅な・減少を始めた。

ここでは稲作の崩壊による「半農型」林業労働力

の析出基盤の縮小も指摘しなければならない。周知の

通り，北海道における農民層分解は都府県に見られる

兼業の深化ではなく，離農，特に挙家離農の激発とい

うドラスティックな形態をとった 8。滝上町の稲作消

滅は離農と同時に半農型林業労働力の析出基盤を崩壊

させた 9。こうした動向が1980年以降，現在に至るま

での林業労働力供給構造を規定している。

次に，滝上町の雇用先別林業労働者数を確認する

(単位:人)

1970年

1980年

1990年

2000年

ド
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その他

0 

39 

3 

3 

滝上町における雇われ先別林業労働者数の推移

地坊公共団体

15 

0 

0 

4 

森桝E合

O 
2 

3 

3 

会社

9∞ 
81 

51 

24 

営林署

210 

133 

75 

11 

表2.8.

資料:農林水産省統計情報部『世界農林業センサス第1巻北海道統計書(林業編)J各年版より作成.
注:1)林業労働者とは年間150日以上雇われて林業に従事した者.
2)営林署欄には1990年までは営林署， 2000年は森林管理署の数値を示した.
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表2.9. 網走西部における林業労働新規参入者数(出身地別)
(単位:人)

同一市町村 道内他市町村 道外

Uトン者 菊調高卒 その他 新調高卒 その他 新規高卒 その他 計

1998年度

1999年度
2 0 4 

4 0 8 

o 5 o 2 
o 7 1 5 

13 

25 

資料:北海道水産林務部林業振興課「林業労働実態調査報告書(平成11年度実績).1より作成.

注:網走西部とは紋別市，生田原町，遠軽町，丸瀬布町，白滝村，上湧別町，湧別町，滝上町，興部町，西興部村，雄武
町を指す.

表2.10. 網走西部における林業労働新規参入者数(年齢別)
(単位:人)

m歳未満 20-29歳 30-39歳 40-49歳 日歳以上 計

1鈎8年度 143  3 2 ~ 
1999年度 2 7 4 6 6 25 

資料:北海道水産林務部林業振興課『林業労働実態調査報告書(平成11年度実績)Jより作

成.

会社雇用者の増加ではなく国有林側の事情によって現

在では逆転している。

表2.9と表2.10に，滝上町を含む網走西部地区の

新規林業労働参入者数を示す。前者は出身地別，後者

は年齢別である。滝上町だけのデータではないが，近

年の滝上町周辺に新規参入している林業労働者の大ま

かな特徴はつかめるであろう。統計は1998年度と1999

年度の 2年分しかないが，参入者がこの聞にほぼ倍増

している。出身地別では，両年度とも Iターン労働者

数 (1道内他市町村」および「道外J)が地元労働者数

(1同一市町村J)を上回っている。 1ターン労働者の

中では道内出身者の割合が高いが，道外からも少なく

ない人数が林業労働に参入している。新規高卒者の新

規林業労働参入はほとんどないことから参入者の多く

が転職者であると言えよう。

次に年齢別を見ると，両年度とも20-29歳層が一

番多い。 39歳までを含めると過半数を占めており，比

較的若い労働者が多く新規参入している。ただし40歳

以上の新規参入者も少ない人数ではなく， 50歳以上層

は1999年度では 6人もいる。新規林業労働参入者は決

して若年層ばかりではない。

2.4.小括

滝上町の衰退は林業の衰退と軌をーにしてきた。

林業事業体は1970年代に激減し，その後1980年代には

その数を維持したものの1990年代に入って再び減少し

ている。そして林業労働者も減少し続けている。滝上

町の林業衰退は国有林の合理化を決定的要因としてい

る。しかし，稲作農業の崩壊による「半農型」林業労

働力の供給縮小も見逃すことのできない要因である。

現在の滝上町における林業労働力不足は，中期的に見

るならば， 1半農型」林業労働力の析出基盤縮小によっ

て必然化したと言える。

林業の衰退という局面にありながらも一定の新規

林業労働参入者が生まれている。事業量の減少を考慮

すると，多くは高齢化によるリタイア労働者の穴埋め

としての新規雇用である。網走西部には道外からも少

なくない人数が新規参入している。新規林業労働参入

者の過半数は道内外からの Iターン者である。しかし，

地元労働者も決して無視できる存在ではない。また若

年労働者ばかりの参入では決してなく 50歳以上の中高

年労働者も存在している。現在，網走西部の新規林業

労働参入者は地元労働者と Iターン労働者，若年労働

者と中高年労働者が並存している。

注および参考文献

1)特に断りのない限りは，滝上町史編集委員会

(2001) :続滝上町史，滝上町，を基に記述した。

2)滝上町林政課資料

3)太田原高昭(1977):北海道における兼業農家の

存在構造一稲作中核地帯の「中農兼業化」一，農

業問題研究， No.8， pp.7-13 

4)太田原高昭 (1982):地域農業と農民の主体形成，

日本資本主義と農業・農民(講座今日の日本資本

主義8)，大月書庖， pp.233-262，および塩沢照

俊(1984):北海道農業の展開と構造一1960年以
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5)北海道全体の統計ではあるが，北海道林務部

(1986) :北海道林業統計一時系列版一，および北

海道水産林務部:北海道林業統計，各年度版，に

よると，国有林の素材生産量は1947年度の例外的

な2，452千n1を除けば， 1970年代前半の1，800n1前

後の最盛期であった。その後，減少が続き1992年

度には990千n1と1，000千n1の大台を割った。 1999

年度は205千n1である。人工造林面積は30，OOOha

前後を記録した最盛期の1960年代以降，減少し続

けた。 1999年度では296haである。

6)本稿で使用している統計資料， ~世界農林業セン

サス(林業編)Jでは，林家以外の事業体には個

人，労働者グループなどが含まれる。しかし，本

稿では「事業体Jを「会社組織の形態をとるもの」

と限定して扱う。

7) i瞬間最大風速は45m!こ達した…。特に国有林被

害は未曾有なものとなり，総面積の11%，年間標

準伐採量 (77.600n1)の約15倍，その被害額は約

12億円に達した…。風倒木処理は昭和32年までの

4年間に国が13億円の巨費を投じ処理に当たった

ため，地元業者をはじめ町外業者がひしめき，人

口も増加し市街商庖街は活気にあふれたJ，滝上

町，前掲書 (2001)， p.309 

8)北海道山林史戦後編編集者会議編(1983):北海

道山林史，北海道庁.pp.686-689 

9)仮説的ではあるが， ~国勢調査報告』の「林業就

業者」と『世界農林業センサス(林業編)Jの

「林業労働者」の定義の違いを利用して裏付ける

ことができる。それぞれ「林業就業者」は「調査

年の9月末週時点で林業に就業していた者J，i林

業労働者」は「年間150日以上雇われて林業に従

事した者」である。つまり『国勢調査報告』では

年間の就労日数は問われない。減反の始まった

1970年「林業就業者」は709人， i林業労働者」は

1，125人で400人余りも「林業労働者」は多かった。

しかし，稲作農家が一掃された1980年では「林業

就業者J414人に対して「林業労働者J255人と，

逆転した上に150人もの差が発生している。これ

は， 1970年時点では農繁期以外を除いて通年で働

ける稲作農家から「半農型」林業労働力が供給さ

れていたことを意味するのではないだろうか。

2000年の統計では「林業就業者J99人， i林業労

働者J41人となっている。これは滝上町の林業生

産過程から説明できる。 9月下旬はまだ造林作業

が行われており，短期雇用の労働者が『国勢調査

報告』に数えられる。 1980年以降現在に至るまで，

この林業労働力供給構造は続いていると見てよい。

3.新規林業労働参入者に関する行政，林業事業体

の動向

3.1.滝上町行政の対応

3. 1. 1.林業労働力確保に閲する政策

滝上町当局は， 1995年から過疎化の進行や主要産

業である林業の不振に対してさまざまな対策を取って

きた(表3.1)。

1995年， i滝上町企業等の安定的労働力確保促進

補助事業Jlが当時の町長のアイデアで始まった。この

補助事業は，商工観光課によると「北海道では珍しい

表3.1. 林業労働者に関する滝上町行政と森林組合の動向 (1995年以降)

滝上町行政の動向 滝土町森榊且合の動向

1995年 「滝上町企業等の安定的労働力確倒足進補助事業むを開始
「林業高能率機械導入補助事業むを滝上町朝虫で実施
二争「混同1林業機械利用組合Jの設立

1997年 5月 滝上町と滝上町森桝E合の共河出資で第3セクター「株式会
社グリーンたきのうえ」を設立し社員3人を努湾都用(すべ
て森林業務担当)

m∞年 10月 北海道森林整備担い手支援センターが林業体験研修を滝上 直営作帯圧を廃止して，定期雇用の作業
町などと共催で実施 班員3人のうち1人を(株)グリーンた

きのうえに編入

2001年 3月 計50人(林業就業者8人)を対象にした「滝上町企業等の
安定的労働力確倒足進補助事業jの廃止
主に林産(製材)業を対象にした「材オ流通経費助成事業む
を滝上町の単独で実施
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制度」であった。内容は，就業時30歳未満で滝上町の

企業などに就業し町内に在住する者に対して12ヵ月以

上継続して就業した場合に本人に15万円を 1回に限り

支給，雇用主に対しでも従業員の福利厚生向上のため

に従業員1人につき 1ヵ月 2万円を36ヵ月間にわたり

補助するものである。ただし，森林組合や農協，商工

会，第3セクターは公的な側面を持ち，ある程度の身

分保障ができているので対象から外れている。補助対

象は林業関係者だけではないが，商工観光課によれば

「当時の町長が林業の振興を意識」しての補助事業で

あった。この補助は2000年度まで行われ，計50人が対

象となった(表3.2)。該当者にはUターン者と Iター

ン者が多く，一番多い業種は土木建設業であった。林

業労働者は8人が対象となった。そのほかにはガソリ

ンスタンドや商店に就業した者が対象となっている。

ただし，対象者には「引き続き就業する見込みのある

こと」という条件はあるものの，拘束ではないために

滝上町に残る人はあまり多くない。現在も残っている

人は10人程度である。林業労働者については確認でき

た範囲で 8人のうち 4人が現在も働いている。担当者

によれば「補助への依存の回避」などの理由から，こ

の政策は2000年度で終了した。ここで表3.2に関連し

て， 2001年現在，滝上町の林業事業体に雇用されてい

る新規林業労働参入者を表3.3で確認しておく。

1996年から，若手林業技術者の養成と主に森林維

持管理を目的とした組織の設立が検討されてきた。そ

の背景には「…林業・林産業が町の発展を左右すると

いっても過言ではない。しかし，海外からの安い木材

輸入により林業経営が年々厳しくなり，間伐などの適

表3.2. I滝上町企業等の安定的労働力確保促進補助
事業J対象者

年度 対象人数 林業労働者

1995 7人

1996 8人

1997 5人 l人:SK林工

1998 10人 3人:No.9 (SK林工)

No.lO (KN造材部)

KS林業 (1人〉

1999 14人 3人:NO.1 (SK林工)

KS林業 (2人)

20∞ 6人 1人:NO.2 (SK林工)

百十 50人 8人

資料:滝上町商工観光課資料より作成.

正な森林管理が行き届かず，森林荒廃が進んでいるの

が現状である。荒廃の進む森林に歯止めをかけ，次世

代に美しい森林資源を残すこと，そして高齢化の進む

林業技術者の技能を継承する若年労働者の確保が急務

となっているJ'という滝上町の問題意識があった。当

時，町有林の管理を担当していた滝上町森林組合の 3

人の作業班員が平均年齢65歳であり，森林組合作業班

の再編と組織強化も課題となっていた。 1997年5月1

日，滝上町と滝上町森林組合が共同出資して，北海道

では唯一の森林維持管理を目的とした第3セクター

「株式会社グリーンたきのうえ」を設立， 3人の社員を

森林業務担当として採用した。 2000年10月には森林組

合作業班員を編入することにより同作業班は発展的に

解消し，第3セクターは完成を見た。第3セクターの

設立は滝上町の一連の林業振興および林業労働力確保

政策における lつの画期をなしている。

滝上町の林業振興，担い手確保への取り組みはさ

らに続いている。 2000年10月には滝上町で北海道森林

整備担い手支援センターの林業体験研修が実施された。

北海道森林整備担い手支援センターによると， I研修

の実施には開催自治体に多大な負担が掛かるため立候

補する自治体がない中で，滝上町が手を挙げてくれた」

ということであった。 10月8日から10日にかけて， 24 

名の参加者が町内の施設や町有林で森林見学，施設見

学，林業実習慣Ij樹，植栽，枝打ち，チェンソーによ

る玉切り)を行った。参加者の内訳は，表3.4に示し

たように 3分の 2近くが道外の参加者であった。女

性の参加者も 5名おり，その中の 1人 (No.12)3がK

N造材部に翌年 (2001年)の 5月に就職した。既婚者

表3.3. 雇用先別新規林業労働参入者

事業体名 労働者

株式会社グリーンたきのうえ No.3. No.4. No.ll. NO.13 
有限会社SK株主 NO.l. No.2. No.5. NO.9. CNo.151 
株式会社EM木材産業 NO.5. No.7. NO.8 
KN造材部 No.l0. No.12. NO.17 

注:l)No.12は女性.そのほかは全て男性.
2)No.15は2001年5月に退職.現在，滝上町の製材会社I
N産業に勤務.

3)No.17はKN造材部所属だが，現在， グループ会社に
土木作業員として出向中.
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表3.4. 滝上町における林業体験研修参加者の内訳

(単位:人)

区分 道外 道内 計

男性 12 7 19 
女性 325  
計 15 9 24 

資料:北海道森林整備担い手センター「支援センター研修事
業一覧」より作成.
注:平均年齢は27.5歳.

であり，配偶者 (No.17)'も同じくKN造材部に就職

した。この林業体験研修では女性Iターン者 (No.12)

が実際に林業に参入するきっかけとなった。また研修

の受け入れ側には副次的ではあるが以下のような効果

をもたらした。民間事業体に所属するUターンおよび

Iターン労働者が研修参加者の前で高性能林業機械の

オベレーションを実演したことが. ["彼らに大きな自

信を与えるJ5ことにつながった。こうして，滝上町が
積極的に取り組んだ林業体験研修は，女性オベレーター

を獲得した事業体，研修参加者の前でオベレーション

を実演して自らの仕事に自信を持つに至った林業労働

者，研修を成功させた滝上町の 3者にとり意義あるも

のとなった。

3.1.2.林業娠輿に関する政策

1995年，林業事業体を対象とした「林業高能率機

械導入補助事業Jが開始された。その受け皿として

「滝上町林業機械利用組合」が林業・林産業事業体の

6社(素材生産業4社，製材業2社)で設立された。

この政策は町と林業事業体の話し合いの中から生まれ

た。設立の中心的な役割を担ったのはSK林工とEM

木材産業である。当時の補助内容は，高性能林業機械

の導入に対して滝上町の補助4割と国の事業による補

助を併せて行うものであった。現在では，滝上町が単

独で実施する場合には町が2割の補助，林野庁の補助

がある場合に町は 1割の補助である。これにより，各

会社にハーベスタやスキッダなどの高性能林業機械が

導入された。一連の動向は事業体の協業化を推し;進め，

SK林工によると. ["林業会社同士がオープンになり，

実を取るところは取り，団体で町のことを考える時は

一緒に取り組む」態勢ができた。これは後に述べるよ

うに，各事業体で新規雇用へ大きな影響を与えた。

2001年には滝上町の単独補助事業「木材流通経費

補助事業」が始まった。これは林産加工流通対策経費

助成として事業体に運賃の3割を助成するものである。

対象は主に製材工場であり，滝上町の地理的条件に起

因する輸送コストの不利を克服するための補助である。

この補助には「林産業の振興により，雇用の場を確保

する」という意図がある。滝上町行政の「町の振興に

は林業しかないJ'という意識が確認できょう。

滝上町では町外在住者所有林を中心に公有林化を

展開している。 1993年度から96年度の聞に306haを私

有林から取得した。取得目的は「名目上は森林公園整

備だが木材生産も放棄しない。新設した 3セク育成も

目的J7であった。 2000年度は滝上町農業協同組合から
森林を取得している。 1999年度で2.600haであった町

有林面積(前掲，表2.2)は2001年6月現在では2，942

ha余りに増加している。公有林化は林業の振興はも

とより，町有林を主な事業対象としている第3セクター

の林業労働者の育成を視野に入れた政策である。ほか

にも造林に対して国の補助制度に滝上町が補助を上乗

せするなど，幅広く林業振興策を講じている。こうし

たさまざまな林業振興政策は林業労働者を直接ターゲッ

トにしているわけではないが，担い手の確保という観

点を多分に含みながら展開されている。

3.2.滝上町内林業事業体の対応

3.2.1.株式会社グリーンたきのうえ

1)会社概要

株式会社グリーンたきのうえは1997年5月1日設

立の第3セクターである。滝上町が1，000万円，滝上

町森林組合が200万円を共同出資した。事業高は2000

年度でおよそ6，800万円である。代表取締役社長を滝

上町長，専務取締役を助役，そのほか取締役を滝上町

森林組合長，滝上町第3セクター管理室長(兼林政課

長).同開発振興部長が務め，この 5人が役員である。

役員報酬はない。事業管理は林政課にある第3セクター

管理室が担っている。

3.1.2.で述べたように，滝上町では1996年から若

手林業技術者の養成と町内の森林維持管理のための組

織設立を検討していた。その結果，北海道では極めて

珍しい森林管理を目的とした第3セクターグリーンた

きのうえが誕生した。会社定款による事業内容は，①

育林業・素材生産業，林産物の加工・販売に関する事

業②林道の維持管理に関する業務③農作業，林業の

受委託に関する業務④ハープの生産・加工・販売に

関する業務⑤公園・スポーツ施設・スキー場・観光

施設等，町から委託を受けた施設の管理運営に関する

業務一ーである 8。現在，実際に行われている事業は
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森林業務とそれ以外の業務の2つに大きく区分できる。

森林業務では町有林の育林，町有林の立木調査，森林

組合関係の仕事，森林業務以外ではスキー場の管理，

滝上公園の芝ざくらの管理，パークゴルフ・野球場の

管理，ハーブガーデンの植栽である。労働者の所属も

森林業務と森林業務以外に分かれている。 1999年度か

らは芝ざくらの管理を請負うことで事業を拡大した。

2000年には滝上町森林組合作業班を吸収し，作業班員

l人を雇用している。

現在，正社員は4人でそのうち 3人が森林業務，

I人がハーブの管理・町施設の維持管理などを担当し

ている。正社員は冬季にはスキー場の維持管理を担当

することにより，通年雇用を達成している。また4月

末から11月までの 6ヵ月雇用の臨時社員 9が20人いる。

その内訳は，森林業務に男性2人，公園管理に女性13

人と男性1人の計14人，ハーブ管理が男性3人と女性

l人の計4人である。臨時社員は作業に一定の技術水

準が必要なこともあり，毎年ほぼ固定している。森林

業務以外では仕事内容により，土日も仕事をする場合

がある。

森林業務には 3人の正社員と 2人の臨時社員が従

事している。仕事内容は主に町有林の下刈や間伐など

の育林で， 2000年度には初めて私有林も担当した。完

全週休2日制(土日に固定)実施のため，雨天時は町

施設の維持管理など，ほかの仕事に従事する。グリー

ンたきのうえの経営特徴として固定資産を所有してい

ないことが挙げられる。人送車もリースであり，徹底

したコスト削減に努めている。また素材生産は一切行

わず，林道の整備も全て民間に任せている。これによ

り， r元気のよい民間林業事業体JlOとグリーンたきの
うえとの間で「棲み分け」が図られている。

グリーンたきのうえは森林管理を主な目的として

1997年に設立され， 1999年以降森林管理以外へと事業

を拡大してきた。森林業務部門でも， 2000年から私有

林の手入れを担当するなど新たな事業展開をしている。

同じく 2000年には，セクター設立の大きな目的であっ

た滝上町森林組合作業班の再編と組織強化を作業班の

発展的解消とその吸収という形で達成した。現在，グ

リーンたきのうえは町でも有数の雇用の場となってい

る。

2)林業労働者の存在形態

第3セクターグリーンたきのうえの森林業務部門

には5人の林業労働者が存在する。全員が男性である。

表3.5にその雇用形態別年齢構成を示す。雇用形態は

通年雇用と臨時雇用11の2種類に分かれており，通年

雇用 3人，臨時雇用 2人となっている。通年雇用者3

人はグリーンたきのうえの正社員である。臨時雇用は

5月末から11月までの季節雇用である。 60歳代の元森

林組合作業班員と2001年5月に採用された20歳代の者

(No.13)12がこれに該当する。前者は若年労働者の指

導役として，後者は正社員採用の前に試周期間として

雇用されている。通年雇用者の 3人は全員20歳代でU

ターン者1人と Iターン者2人 (Noふ No.4)であ

る。全労働者の平均年齢は35歳である。ただし60歳代

労働者は技術指導担当での麗用であることを考慮する

と，基幹的労働者の平均年齢は20歳代となる。グリー

ンたきのうえは非常に若い労働力構成である。

仕事内容は造林のみで下刈と間伐作業の育林業務

が主である。完全週休2日制(土日に固定)実施のた

め，悪天候で森林業務ができない場合は森林部門以外

の仕事に従事する。通年雇用者は冬期聞にはスキー場

管理の仕事に従事している。

正社員3人は全員が他業種からの転職者であり，

新規林業労働参入者である。勤続年数は2001年8月の

調査時点で，それぞれ4年 3ヵ月 (No.3)，2年4ヵ

月 (No.1l)， 2年3ヵ月 (No.4)である。全員が既婚

者で、No.llには子供が 1人いる。月給制を導入してお

り，その賃金水準は年間約300万円前後である。森林

業務部門に所属する彼らには 1日1，000円の特別手当

がある。先述したように，通年雇用と完全週休2日制

が導入されているo社会保障では，労働者災害補償保

表3.5. グリーンたきのうえの麗用形態別年齢構成
(単位:人)

区分 20-29緩 30-39歳 40-49歳 50-5θ歳 ω歳以上 計

通年雇用 3 3 

臨時雇用 1 2 

注:2001年8月1日現在.
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険(以下，労災保険)，雇用保険，健康保険，厚生年

金，中小企業退職金共済制度(以下，中退共)が整備

されている目。林業退職金共済制度(以下，林退共)

ではなく，労働者にとって運用が有利な中退共を採用

している。グリーンたきのうえには森林業務部門以外

の正社員が 1人 (No.14)14いるが，休日や就労時聞

が完全に守られている林業労働者とは違い残業や休日

出勤が日常化している。賃金水準も林業労働者より低

い。こうしたことからも，新規林業労働参入者の高い

水準に設定された就労条件を確認できる。

グリーンたきのうえの新規林業労働参入者は恵ま

れた就労環境の下にある。そして年齢的にも全労働者

に占める人数面でも中心的で不可欠な労働力である。

またグリーンたきのうえの設立経緯からすると新規林

業労働参入者があって初めてその存在理由が証明され

るのであり，彼らはその意味でも不可欠な存在である。

3)林業労働者への対応

表3.61こはグリーンたきのうえの林業労働力確保

過程を示した。グリーンたきのうえの設立目的には

「滝上町の基幹産業である農業・林業は，就労者の高

齢化・若年後継者の不足により，森林，農用地の適正

な維持，管理が危慎される状態にあることから， 農

業・林業労働者の後継者育成のため，通年雇用の確立，

月給制，諸手当の充実等の就労条件を整備し，農林業

で働く若者の定住促進をはかることを目的とするJ15と

ある。設立時に通年雇用，月給制，完全週休2日制，

各種社会保障完備の雇用条件で正社員として3人の男

性(当時それぞれ24歳， 34歳， 21歳)を新規採用した。

その中の 1人， No.3 (当時24歳)はハローワークか

らの紹介であった。しかし， 1年以内に 2名が「林業

労働への不適応J16を理由に退職した。 1999年4月，ハ

ローワークからの紹介でUターン者No.ll(当時25歳)

を正社員として新規採用。同時期に森林業務以外の正

社員として新卒者No.14(当時19歳)を網走管内の農

業高校への求人の結果，採用した。周年5月には東京

都出身の Iターン者No.4(当時26歳)を東京都にあ

る北海道移住情報センターの紹介で正社員として採用

した。先述したように， 2000年には滝上町森林組合作

業班を吸収し，新規林業労働参入者の指導役として当

時63歳の作業班員を雇用した。グリーンたきのうえは

さらに労働力を獲得するために2001年5月に会社説明

会を聞き，参加者の中の 1人であるUターン者No.13

(当時29歳)を試用期間6ヵ月の臨時社員として採用

した。グリーンたきのうえは設立目的にもあるように，

積極的に若年新規林業労働参入者の獲得を進めてきた。

グリーンたきのうえは林業労働者を正社員として位置

付け，ほかの林業事業体との関係から育林にしか従事

できない中，スキー場の管理の仕事を請負うことによ

り通年雇用を可能にした。また月給制の導入や 1日当

たり1，000円の森林業務に対する手当て，家族扶養手

当，完全週休2日制lの導入，作業現場ではなく事務所

集合・解散を基準にした勤務時間(現場までの移動時

間も勤務時間に含まれるということ)など，就労条件

を整備している。社会保障についても，労災保険，雇

用保険，健康保険，厚生年金，中退共を完備している。

なぜグリーンたきのうえが以上のような雇用環境

を整備し，若い新規林業労働参入者を次々に獲得でき

たのであろうか。第3セクター経営であることが1つ

の大きな理由であるのは間違いない。しかし，当然，

財政的な裏付けも必要である。この点では1993年度か

ら始まった北海道の「北海道森林整備担い手対策事業」

表3.6. グリーンたきのうえの林業労働力確保過程 (1997年以降)

林業労働力確保をめぐる動向 林業労働者の採用槻兄など
1997年 5月 I ~竜上町と滝上町森欄合の 5月 No.3を含めてIターン者3人を正社員として採用(森林業務担当)，

共同出資で設立 No.3以外は1年で退職
1ω9年 4月 Uターン者No.l1を森林業務の正社員として採用

←ハローワークから
新卒(高駒 Iターン者No.14を森林業務fOi.φ録録館宇管理など)
で正宇土員として採用
←高校への求人から

5月 Iターン者No.4を森林業務の正社員として採用
←北海道移住情報センター@間調))から

2卿年 滝上町森桝目合の直営作業班廃止に 63歳 (2∞0年現掛の森林組合作業班員を森林業務に臨時社員とし
伴い，作艶E員1人を編入 て採用

2∞1年 4月|欄 5月 Uターン者No.13を森林業務に採用(試周期間として臨時社員扱い)
←4月の説明会から
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表3.7. 北海道森林整備担い手対策事業の概要(主要5事業)

事業名 助成内容

退職金共済有望贋加入促進事業

森林作業員長期就労促進事業

中退共または林退共の共済掛け金の1/4以内助成

年度末に労働者の掛け金のおよそ5倍を卦合(労働者，事業休市町村，北海道

で掛け金を分担)

森林作業員郁合休暇取得促進事業 有給休暇に係る賃金の1/2以内助成

新規参入定着促進事業 新規林業労働者を雇用した事業体に対して， 1年目一年額60万円 2年目一年額

48万円 3年目一年額36万円を助成

林業傷害保険加入促進事業 傷害倒倹の保険料の1/3以内助成(保開制全額事業体負担)

資料:(社)北海道造林協会・北海道森林整備担い手支援センター『森林整備担い手対策推進事業等概要J(平成11年12月改
定)より作成.

(表3.7)が大きく関係している。グリーンたきのうえ

は正社員3人に対して，森林作業員長期就労促進事業，

新規参入定着促進事業，林業傷害保険加入促進事業の

3つを利用している。退職金共済制度加入促進事業と

森林作業員有給休隈取得促進事業の 2つは利用してい

ない。滝上町第3セクター管理室への聞き取り調査で

は「特に新規参入定着促進事業が非常に役に立ってお

り，この事業なしでは新しい人を雇うことはできない」

ということであった。理由として 11年目からそんな

にお金(給料)は払えない。(一定の技術を身に付け，

仕事を預けることができるようになるのには) 3， 4 

年はかかるJ(括弧内筆者)ことが挙げられている。

就労条件整備の背景には，北海道森林整備担い手対策

事業による補助政策がその条件として組み込まれてい

労働者を雇用していた。しかし，その後，冬期間の仕

事として間伐を請負うことにより製材事業から撤退し

た。事業量は素材生産量が5，OOOnr(2000年度)，造林

が例年，植栽事業 7-10ha，下メ1j100-150ha，除伐100

ha前後，天然林改良70-80haである。また企業から管

理を委託された森林の作業路作成を毎年2，OOOm前後

行っている。素材生産の内訳は町有林が2割，私有林

が8割である。私有林分は全て森林組合を通したもの

である。 SK林工の経営の特徴は3，OOOhalこも及ぶ企業

などからの森林管理の受託である。 1950年代後半から

管理を任されている三井鉱山の森林l，OOOha(紋別市)

をはじめとしてさまざまな企業の森林管理を受託して

おり，それらは全体で約3，OOOhaある。経営者による

と，森林所有者に経営手腕を評価された結果， 1990年

る。 前後にそれまでの2，OOOhaから3，OOOhaへと大幅に管理

グリーンたきのうえは新規林業労働参入者の獲得 受託面積が増加した。経営者の父親が140-150ha程

のために，賃金を含めて就労条件をかなり高い水準に

設定した。そして実際に若年林業労働力確保に成功し

ている。だが，彼らの定着に関しては今のところ特別

な対応はしていない。新規林業労働参入者の「定着」

はあまり意識されていない段階である。ここでは「定

着Jを「確保」の延長上に位置付けることで対応して

いる。

3.2.2.有限会社SK林エ
1)会社概要

有限会社SK林工は1951年に創業， 1983年に現在

の有限会社となった。現在の経営者は1977年に札幌か

ら戻り父の後を継いだ。 2000年 4月現在の資本金は

800万円，事業高は1999年度決算で l億1，900万円であ

る。事業内容は素材生産と造林である。 1990年までは

冬場の仕事確保のために製材事業をしており，専門の

度所有している森林と合わせて計3，200ha余りを常に

管理している。ほとんど、の森林について自由な管理を

任されている。管理方法について具体的に述べると，

11-12月に所有者と翌年度の計画についての打ち合わ

せ， 1 -2月に森林組合に提出する申請書(補助金)

の原案を作成， 3月に森林調査を実施し，年度末に所

有者と最終的な打ち合わせをして森林組合に申請書を

提出，である。滝上町は国有林地帯であるがSK林工

はいわゆる国有林業者ではない。国有林関係では一般

公売の立木買いをするだけであり，事業対象は主に自

らで管理する民有林である。

高性能林業機械の導入も積極的に進めている。現

在，集材も可能な高性能林業機械のグラップルソーが

2台，高能率林業機械のグラップルソーが1台，フソレ

ドーザが2台，フォークリフトが1台，滝上町林業機

械利用組合所有の高性能林業機械ハーベスタが 1台の
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表3.8. SK林工の雇用形態別年齢構成
(単位:人)

区分 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 ω歳以上 計

通年雇用 3 1 5 
臨時雇用 2 2 
短期雇用 1 3 4 

注:2001年8月1日現在.

計7台が稼動している。 保険と健康保険のみであり，雇用保険は掛けられてお

SK林工は国有林が支配的な滝上町にありながら らず退職金もない。新規林業労働参入者の賃金水準

も国有林に依存した経営はしていない。企業なと、から (税込み)は比較的勤続年数の長いNO.9が年間250万

管理を任された森林を軸に事業を展開している民有林 円前後で，ほか3人は200万円前後である。彼ら全員

業者である。 1990年前後の，森林管理の受託面積の大 が前職よりも賃金水準を落としている。休日について

幅な増加，製材工場の閉鎖，間伐の請負による冬場の は4週6休制を導入しており，春と夏，正月にまとまっ

仕事の確保という一連の動向は，後述するように，事 た休暇があるが祝日は休みではない。その関係で休日

業体，新規林業労働参入者の双方に大きな意味をもた 日数は年間87日にとどまっている。

らすことになる。 SK林工には高性能林業機械のオベレーションに

従事し，通年雇用と月給制の導入，整備された社会保

2)林業労働者の存在形態 障という就労環境にある若年新規林業労働参入者を中

SK林工の社員は13人であるが，社長と社長夫人 心とした集団と，短期雇用ないし臨時雇用という立場

は事務に携わっているので，現場の林業労働者は2人 の必ずしも恵まれた就労環境にはない高齢労働者集団

を除いた11人である。全員男性で平均年齢は47.5歳， の2つが存在する。現段階では双方が固有の仕事上の

年齢構成は20歳代3人， 30歳代1人， 40歳代1人， 50 役割を担っている。ただし，高性能林業機械を中心と

歳代1人， 60歳以上5人である。 50歳以下の 5人は通 した作業体系を確立しつつある中では新規林業労働参

年雇用， 50歳以上の 6人は臨時雇用17か短期雇用のい 入者4人の存在が大きな位置を占めるに至っている。

ずれかである(表3.8)。全員が林業専業労働者で半農 SK林工で彼らが中心的な労働力として認知されてい

型労働者は存在しない。 ることは，経営者の「いずれは施業計画も含めて，全

通年雇用者は正社員として月給制が導入されてい てを任せていきたい」という言葉からも確認できる。

る。 20歳代2人 (No.2，No.5)と30歳代1人が Iター しかし，他事業体と比較した場合，新規林業労働参入

ン者 (No.9)，20歳代1人がUターン者である。いず 者の賃金，休暇面は必ずしも恵まれたものとはなって

れも他業種からの転職者で新規林業労働参入者である。 いない。

この 4人は造林からチェンソーによる伐倒，高性能林

業機械のオベレーションまで幅広くこなすが，現在は

主に高性能林業機械のオベレーションを担当している。

臨時雇用者2人は日給制の伐採手である。ほぼ年聞を

通じて雇用されているが，事業量により 1月当たりの

仕事日数に増減がある。月平均20日未満であり，月間

10日に到達しない場合もある。短期雇用者3人は 5月

から11月にかけて造林に従事し，冬場は雇用保険の給

付を受けている。賃金形態は出来高払いが主の日給出

来高併用制である。社会保障の整備状況は以下の通り

である。正社員は労災保険，雇用保険，健康保険，中

退共に加入している。短期雇用者は正社員と同様の社

会保険と，林退共に加入している。臨時雇用者は労災

3)林業労働者への対応

表3.91こSK林工の林業労働力確保過程を示した。

SK林工で林業労働力確保が問題となったのは1990年

代初頭である。基幹的な労働者である正社員3人が全

員60歳代になり， 15年後のことを考えると不安なJ1B

状況になったのである。また1990年代初頭が森林管理

の受託面積の増加，製材事業からの撤退に伴う冬期間

の間伐事業の開始といった新たな事業展開が行われ始

めた時期であったことも，その 15年後の不安」に少

なからず影響を与えた。経営者によると， 1待ってい

ても」林業会社に就職を希望する者が現れない中，若

年林業労働者獲得のためにハローワークへの登録を行っ
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表3.9. SK林工の林業労働力確保過程(1990年代以降)

林業労働力確保をめぐる動向 林業労働者の採用樹兄など

l蜘年代 正社員が63歳 61歳 ω歳の3人(男性)となり老齢化による労働力 Iターン者の3人窃涼都2人，神奈
初頭 不足を意識「待っていても」参入者は獲得できない状況 川県1人)を採用したが，全員1年以

今募集活動開始 内に退職

ハローワークへの登録(ハローワーク側から登録への勧誘あり) ←ハローワークから

1鈎3年 滝上高校に求人するも応答なし.土木建設業希望はいたものの森林業務
へは反応がなく，高校への求人はこのl回で中止

1995年 滝上町内の林業関係会社6社で滝上町林業機械利用組合を設立C担当は
会計)し，会社に高性能休業機械(ハーベスタ)を1台導入
今薪穆握用に関して強L、影響を与える

1ω6年 大学池内)新卒者を1人採用したが
1年で退職
←ハローワークから

1997年 10月 Uターン者NO.9を採用
+縁故採用

1998年 (株)リクルートの滝上町役場での説明会に参加

12月 東京都の池袋で聞かれたUターンIターンフェアにEM木
材産業と滝上町開発振興室の担当者とともに1回目の劉日

1鈎9年 2月 UターンIターンフェア就職希望者NO.1の2週間の体験研 3]3 Iターン者No.1を採用
修を実施 ←Uターン Iターンフェア (1

12月 滝上産業クラスター研究会の設立 11月
トI一一タ回一ー一目一ン)一者一か一Nら一0一.一5を採一用一一-

=争木質バイオマスエネルギ一部会の立ち上げは，若年林業 ←北海道森林整備担い手支援

労働者の務調雇用に強い影響を与える センターを経てハローワー

Uターン Iターンフェアに2回目の参力[]，参加者は1回目 クから

の参放晴と IU牧場

m∞年 1月 EM木材産業と合同でUターンIターンフェアの就職希望 2月 Iターン者No.2を採用
者No.2，No.6， No.7， NO.8と雑誌 ruターンIターンビ ←UターンIターンフェア (2
ーイングJ(R配 RUIT)からの崩賭NO.15の3日間の体 回目)から

つ2百
験研修を実施

4]3 UターンIターンフェアに3回目の参加L参加者は2回目 Iターン者No.15を採用

l年に1」度の2ハ委ロ腫ーワ主ー主ク主へEのE登士録2を)v中止一一一一ーー一一一一一-ーーーーー-
←者毎志ruターンIターンビー
イングj(R回コRurめから

2001年 12月 UターンIターンフェア (4回目)に参加予定 (2人を求 5月 NO.15が退職
人予定ヨ

た。この登録はハローワーク倶uからの働き掛けに応じ

たものであった。そして1996年までにIターン者4人

を採用したが全員1年以内に退職してしまった。 1993

年には地元の滝上高校に求人を出したが全く反応がな

く，高校への求人はこの 1回で中止している。 1997年，

経営者の息子の同級生であったUターン者No.9を採

用した。この間に滝上林業機械利用組合が設立され

(1995年)， SK林工はハーベスタを導入した。これは

オベレーター確保の必要性を生じさせた点をはじめ，

若年林業労働者の新規雇用に大きな影響を与えた。

1998年， SK林工は滝上町役場で聞かれた株式会

社リクルートの IUターン Iターンフェア」の説明会

に参加した。この説明会は，滝上町へリクルート社か

ら働き掛けがあり，役場が町内の事業体に参加を呼び

かけて実施された。しかし，参加者は林業会社4社だ

けであった。この年の12月，東京の池袋で開催された

Uターン Iターンフェアに 1回目の参加をした。参加

者はSK林工とEM木材産業，滝上町開発振興課の 3

人であった。滝上町内での説明会に参加した残り 2つ

の林業会社はパンフレットを開発振興課職員に託した。

会場費の70万円は滝上町が負担したが，ほかは全て各

会社の負担であった。 SK林工は翌年2月にUターン

Iターンフェアでの就職希望者NO.lに対して 2週間

の体験研修を実施し， 3月に採用している。その後も

毎年参加し， 2000年 2月にはIターン者No.2を， 4月

には雑誌ruターン Iターンビーイング』からの問い
合わせ者No.1519を採用した。この 2人はEM木材産業

と共同で2月に実施した体験研修を経ての採用である。

NO.2はNO.5の大学時代の同級生である。ただしNO.5

は i(この仕事には)別に誘っていないし，告げても
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いない。(例え誘ったとしてもNO.2に対して)責任持

てないし。(お互いの)彼女同士が友人だから，そこ

から(林業会社に転職したことが)伝わったのではな

いかJ(括弧内筆者)と述べ，あくまでNO.2自身の林

業への転職だったことを強調している。この間.1999 

年11月に北海道森林整備担い手支援センターを経てハ

ローワークから紹介された北海道内からの Iターン者

No.5を採用した。また2000年10月に実施された林業

体験研修の本州からの女性参加者(大学新卒)が就職

希望をしてきたが，社内の仕事が高性能機械のオベレー

ションからチェンソーによる伐倒作業まで多岐にわたっ

ていること，山土場での作業のためにトイレの問題が

解決できないこと，女性の受け入れ体制が全般的に不

備な状況にあることから採用は断念している。 Uター

ンIターンフェアには2001年も参加を予定しており，

機械のフル稼働を達成するためにあと 2人ほど採用す

る考えであるo

この間の新規雇用にさらに影響を与えたものとし

て滝上産業クラスター研究会の設立がある。 1999年12

月. SK林工とEM木材産業が発起人となり滝上産業

クラスター研究会が設立され，木質バイオマスエネル

ギ一部会を立ち上げた。 SK林工は産業クラスター研

究会の副理事長を務めている。木質バイオマスエネル

ギ一部会では林業事業体が集まってバイオマスエネル

ギーの実用化を目指している。これにより，新規林業

労働参入者の獲得は木質バイオマス事業の将来の担い

手という新たな意味付けを与えられた。

また注目すべき点として2000年のハローワークへ

の登録中止がある。これは滝上近隣市町村からの採用

の断念を意味する。 SK林工はUターンIターンフェア

の回路に今後の林業労働力確保を託した。この登録中

止の背景の 1つにはSK林工の地元労働者に対する以

下のような認識がある。「地元の人は仕事が続かない

傾向がある。実家があるということがマイナスに働い

ているからだ。しかし，都会の人は自ら決断し，覚悟

して滝上町に来ているので強い」却という認識である。

つまり，地元出身者は帰ることのできる実家の存在が

「甘えJを生み出し，仕事の継続を阻んでいるが，そ

の点，帰る場所のない都市出身者は覚悟して仕事に励

み続けるという理解である。このような地元労働者の

理解と.1990年代前半にハローワークから紹介された

労働者が定着できなかったこと.Uターン Iターンフェ

アで新規林業労働参入者がこれからも獲得できる見通

しがついたことなどが登録中止の大きな理由である。

SK林工では月給制の導入 4週6休，各種社会

保険などの就労条件は整備されているが，他事業体と

比較して賃金が低い傾向にある。一時期，新規林業労

働参入者確保のためにEM木材産業とともに賃金水準

を引き上げたが.Uターン Iターンフェアによる労働

者獲得以降は元に戻している。経営者によると. I都

市出身者は，賃金水準を上昇させたからといって確保

できるわけではない」ことが彼らの採用後に分かった

からであった。ほかには，資格取得の会社負担と賃金

への配慮，個々の事情に応じた有給休暇の提供などが

ある。 SK林工は将来的に現在の若い 4人の労働者に

事業の計画から実施まで全てを任せたいと考えている。

しかし，全体的に見て「定着」を意識した活動はあま

り行われていない。それは先述したように. I都市出

身者は仕事を続けるもの」と認識していることも関係

している。都市出身者へのこうした理解が「定着」へ

の取り組みの欠知を他方では生み出している。

就労環境の整備には，北海道森林整備担い手対策

事業がSK林工でも重要な役割を果たしている。 SK林

工では退職金共済制度加入促進事業，森林作業員長期

就労促進事業，森林作業員有給休暇取得促進事業，新

規参入定着促進事業を利用している。森林傷害保険加

入促進事業は民間の傷害保険に加入しているために利

用していない。新規参入定着促進事業は新規林業労働

参入者獲得に不可欠なものとしてSK林工でも認識さ

れている。 SK林工は「仕事を覚えるのに 3年はかか

る中，新規の人を雇う気にさせるのはこの事業がある

からで，これがなければ今のように次々と新しい人を

雇うことはできない」と述べ，事業の重要性を強調し

ている。

SK林工の新規林業労働力確保の取り組みについ

ては.1990年代前半の試行錯誤期とUターン Iターン

フェアへ参加を始めた1998年以降の 2つに時期区分で

きる。前者ではハローワークが，後者ではUターン I

ターンフェアが労働力調達の回路であった。そして

2000年のハローワークへの登録中止は前者から後者へ

の移行を決定的なものとした。 Uターン Iターンフェ

アからの労働者の獲得という方法はSK林工では定着

を見ている。併せて，次々と若年新規林業労働参入者

を受け入れることができた背景には北海道森林整備担

い手対策事業への大きな依存がある。実際に新規参入

した労働者に対しては「定着」に向けた取り組みをほ

とんど行っていない。現在は「確保」への取り組みが

「定着」に向けての取り組みに優先している。
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表3.10. EM木材産業の雇用形態別年齢構成
(単位:人)
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注:2001年8月1日現在.

3.2.3.株式会社EM木材産業

1)会社概要

株式会社EM木材産業は大正末期の創業である。

もともとは製炭業を営んでいた。現在の経営者は父で

ある先代が亡くなったことから東京の会社を辞めて

1988年にその後を継いだ。滝上町議会議員(1期目)

も務めている。現在の事業内容は造林，素材生産，製

材，燃料関係(ガス，灯油など)である。林業関係で

は2000年度の実績で素材生産量4，OOO-5，OOOm'，その内

訳は国有林4割，町有林4割，自社有林2割である。

造林は2，500万円程度で国有林2.5割，町有林2.5割，自

社有林5割の内訳である。製材工場の原木消費量は

3，OOOm'である。機械装備はブルドーザ1台，グラッ

プル付きパワーショベル2台，ハーベスタ 1台，スキッ

ダ1台の計5台である。そのうちハーベスタとスキッ

ダは滝上町林業機械利用組合の所有である。これらの

重機は能力の半分である年間1.000時間程度しか稼動

していない。それは事業量が季節により大きく変動す

ることに起因する。夏場は造林が主要な仕事で素材生

産は少ないが， 10月から 3月にかけては冬山造材で重

機がフル稼働する状態となる。事業量の季節変動は安

定的に仕事量を確保することに困難を生じさせる。

「仕事を続かせるのは非常に大変。仕事量の確保は大

変だ。若い人がいないほうが本当は楽なのだが…」と

経営者は言う。

従業員は経営者と事務労働者(経営者夫人と女性

事務員の 2人)を除くと15人である。そのうち製材工

場が6人， 30代4人， 40代l人， 70代1人で全員男性

の通年雇用である。経営者によると，近年， I若い人

が若い人を呼ぶ」という状況で若年の労働者が増えて

いる。

2 2 

SK林工と同様に50歳を境に通年雇用と臨時雇用吋こ分

かれている。

通年雇用者5人のうち40歳未満の4人が高性能林

業機械のオベレーションを担当しており， 1人がトラッ

ク運転手である。全員，造林にも従事する。彼らには

月給制賃金が導入されている。臨時雇用者4人は伐採

手で 1人が運転手も兼任しチームを組んでいる。臨時

雇用という位置付けではあるが事業体は年聞を通して

雇用している。賃金形態は出来高払いが主の日給出来

高併用制である。固定率も高く30年以上勤め続ける労

働者もいる。社会保障については通年，臨時を間わず，

労災保険，雇用保険，健康保険，厚生年金，林退共が

整備されている。

新規林業労働参入者は通年雇用者の20歳代 1人

CNo.6)と30歳代2人 CNo.7，No.8)である。ほかに

Uターン者が30歳代に 1人いるが，勤続年数が10年を

大きく超えていることから今回の新規林業労働参入者

の範鴫には加えていない。新規参入者は全員Iターン

者であるが， 20歳代の 1人は大学新卒採用で，ほかの

2人は 1度またはそれ以上の就業経験がある。新規林

業労働参入者の賃金水準は年間約300万円(税込み)

である。全員が既婚者で1ヵ月25，000円の住宅手当が

支給されている。休日は週休2日制が導入されている

が，祝日は休日ではなく，夏期と冬期の休暇は週休2

日の 1日分を振替えて確保している。年間では105日

である。 EM木材産業の新規林業労働参入者はSK林

工と同じように，高性能林業機械のオペレーターとし

て事業体で基幹的な労働力に位置付けられている。伐

採手のチームを除けば人数面でも労働者の半分以上を

占めており，今や事業体に不可欠の存在である。

3)林業労働者への対応

2)林業労働者の存在形態 表3.111こEM木材産業の新規林業労働参入者に関

EM木材産業には男性9人の林業労働者が所属し する取り組みをまとめた。 SK林工でも触れたが，

ている。雇用形態別の年齢構成は表3.10の通りである。 1995年の滝上町林業機械利用組合の設立はEM木材産

20歳代1人， 30歳代3人， 40歳代1人.50歳代l人， 業でも新規雇用に関して大きな影響を与えた。経営者

60歳以上2人で平均年齢は45.2歳である。雇用形態は は「機械を入れるほどの事業規模ではないが，このこ
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表3.11. EM木材産業の林業労働力確保過程 (1995年以降)

林業労働力確保をめぐる動向 林業労働者の採用状況など

1995年 滝上町内の林業関係会社6社で海上町林業機械利用組合を設立し組合長に
就任，会社に高性能林業機械(ハーベスタ，スキッダ)を各l台導入
斗菊視雇用に関して強い影響を与える

1998年
ト一東一伽京一一都一の一リ一池ク一按ル一一ーで一関ト一のか一滝一れ一た上一一町U一甥一タ一ー一で一ン峨一一I一タ一明ー一会一ン一にフ一参一ェ一加ア一一に一一S一K一林一一工一一}12月
と滝上町開発振興室の担当者とともに1回目の参加
当時は「自然減の埋め合わせ」という意識

1ω9年 12月 滝上産業クラスター研究会の設立 Iターン者を1人採用したがl年で
=争木質バイオマスエネルギー部会の立ち上げは，若年林業労働者 退職
の新調雇用に関して強い影響を与える ←UターンIターンフェア(1回目)
UターンIターンフェアに2回目の参力a参加者は1回自の から
参加者と町牧場
「将来のバイオマスエネルギーの展開をネ賠野に入れた担い手の
確保」へと意識変化

2∞0年 l月 SK林工と合同でUターンIターンフェアの参加者NoふNo.7. 4月 Iターン者 No.6.No.7. No.8 
No.8. No.2と誕嵐町ターンIターンピーイングJ(RECRUIT) を採用

Uからタのー連ン絡I者ターNoン.1フ5ェのア3に日間3回の体目の験参研加修を参実加施者
←UターンIターンフェアα

12月 回目)から
は2回目の参加者と直上町のホテル

2001年 12月 UターンIターンフェア (4回白)に参加予定

とが経営の積極姿勢につながり，若者を雇用すること

ができた」と述べている。 EM木材産業ではハーベス

タとスキッダを 1台ずつ導入した。 1998年， リクルー

トのUターン IターンフェアにSK林工とともに参加

した。経営者によると，参加の理由は「製材工場には

若い人が来るのだが，山仕事には来ない」からであっ

た。そして1999年に Iターン者を 1人採用したが1年

で退職した。林業労働経験者の採用であったが.i(E 
M木材産業にとってUターン Iターンフェアへの参加

が)初めてであったこともあり甘い言葉で誘ってしまっ

たこと，造林も含めた (EM木材産業にとって)本当

の山仕事をさせたことJ(括弧内筆者)が退職の原因

であると経営者は分析している。この経験から，採用

に当たってはじっくり時聞をかけて面接する，実態を

厳しく説明するなどの方法を取るようにした。結果と

しては希望者が少なくなったが，現在でもその方針に

変わりはない。 1999年の2回目のUターン Iターンフェ

アへの参加で Iターン者No.6.No.7. No.8を2000年

4月に採用した。 SK林工と共同の体験研修を実施し

た上での採用であった。 2000年12月の参加では採用し

ていない。しかし，今後も引き続き参加を予定してい

る。 EM木材産業ではUターン Iターンフェアへの 1

回目の参加と 2回目以降の聞で大きな意識変化が見ら

れる。 2つの聞にはSK林工とともに発起人となり

1999年に設立した滝上産業クラスター研究会木質バイ

オマスエネルギ一部会の立ち上げがある。これをきっ

かけとして，新規に林業労働者を獲得することの意味

が1回目の参加の「自然減の埋め合わせJから 2回
目の参加時には「将来のバイオマスエネルギーの展開

を視野に入れた担い手の確保」へと変化した。

次に.2000年に採用された 3人の新規林業労働参

入者についての対応を見る。まず，先述した，社会保

障の完備と週休2日制の導入がある。ただし週休2日

制は完全ではなく年間105日の休日の中での導入であ

り，土曜日はほかの休眠(お盆休み，正月休み)に振

替えられることが多い。そのほかには世帯持ち者への

住宅手当として 1月25，000円を支給している。

就労条件の整備以外にもさまざまな対応をしてい

る。その 1つは採用時における新規林業労働参入者の

複数採用である。経営者は i1回目の採用者が定着で

きなかったことは林業労働への不適応だけではなく同

年代の話し相手が社内にいなかったことも 1つの要因J

と言う。「何をするにも仲間がいるし，話し相手が必

要J22であり，そのためには 1人の採用ではなく複数の

採用が不可欠という認識である。彼らの採用後の取り

組みとしては配偶者へのアルバイトの紹介がある。経

営者は「給料が決して高くないことも(アルバイト紹

介の理由で)あるが，アルバイトが人間関係を広げる

きっかけとなるようにJ(括弧内筆者)と述べる。町

とも協力して，内職よりもできるだけ外に出る仕事の

紹介に努めている。現在は社内でNo.8の配偶者を事

務員として雇用している。労働者には積極的に町のイ
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ベントに参加することを勧めている。これも人間関係

の広がりを考えてのことである。 2001年には3人のう

ち2人に対して大型・大特免許を全額会社負担で取得

させている。ただし 5年間の就業が条件であるo この

免許の取得は仕事上の必要性だけではなく， リフトで

自宅周辺住民の除雪をすることにより「地域とのつな

がり」が生まれる可能性を考えての経営者の配慮でも

ある。経営者は「仕事も大事だが，地域での生活ももっ

と大事だ」と述べている。

北海道森林整備担い手対策事業に関しては，退職

金共済制度加入促進事業と森林作業員長期就労促進事

業，新規参入定着促進事業の3つを利用している。い

ずれも新規雇用に関して重要な役割を果たしている。

森林作業員有給休暇取得促進事業は社内で十分対応で

きることから，林業傷害保険加入促進事業は民間の傷

害保険に加入しているため，利用していない。

EM木材産業は新規林業労働参入者の「定着Jを

目指した取り組みを続けている。それは労働者当人だ

けでなくその家族も視野に入れた取り組みである。仕

事面や就労条件の整備などにとどまらず，地域生活，

特にゼロからの人間関係を広げるためにさまざまな場

面で労働者家族をサポートしている。ここでは新規労

働者の「確保」の延長上での対応ではなく，彼らとそ

の家族を含めた「定着」への新たな取り組みが展開さ

れている。

3.2.4. KN造材部
1)会社概要

KN造材部は国有林で馬搬に従事していた現在の

経営者が1972年に創業した。関連会社にTU運輸株式

会社，株式会社OT組がある。 TU運輸は事業高2億5

千万円，従業員約30人の運送会社である。 OT組は事

業高 1億2千万円，従業員約15人で，公共工事を中心

とした土木事業を行っている。そして， KN造材部は

事業高2億円，従業員10人(そのうち女性l人)で，

素材生産事業を主に展開している。従業員はクーループ

3社で計56人(そのうち女性4人)である。グループ

内では各会社の事業量の変動などにより労働力移動が

日常的に行われている。素材生産事業での2000年度の

内訳は国有林の立木買いと森林組合の請負が半分ず、つ

である。事業量の調整用として社有林(経営者の個人

所有分を含む)700haを所有している。素材生産では

網走管内で 3本の指に入るといわれるKN造材部は

1989年から高性能林業機械を導入した。現在の機械装

備はハーベスタ 2台，ワイヤー付きブルドーザ3台，

グラップルソー 1台，フエラーパンチャ 1台，スキッ

ダ2台など計10台である。そのうち滝上町林業機械利

用組合所有分はグラップルソー，フエラーパンチャ，

スキッダの 3台である。これらの重機の中には，高性

能林業機械がまだ広く認知されていなかった時代であ

る1980年代後半に重機メーカーと提携して製作したも

のもある。この充実した機械装備によりセットが2つ

組まれており，その処理能力は年間3万dである。

2)林業労働者の存在形態

KN造材部に所属する林業労働者は10人である。

実際にはグループ内の労働力の融通によりさらに2

3人多いが，ここでは10人について見る。平均年齢は

66歳 (2001年度時点，以下同じ)である。そのうち通

年雇用者は 7人で高性能林業機械のオベレーターと重

機運転者である。女性が1人，オベレーターとして雇

用されている。臨時雇用者却は 3人で全員伐採手であ

る。年齢はそれぞれ54歳， 60歳， 63歳である。日給制

賃金で年聞を通じて雇用されている。この10人のほか

にも，事業量に応じて短期雇用者を日給制で雇用する

場合がある。新規林業労働参入者は3人いるが， 1人

(No.17)はほかのグループ会社に出向しており事実

上2人である。 30歳代の女性 Iターン者1人 (No.12)

と20歳代のUターン者1人 (No.lO)である。 2人と
も里土場で高性能林業機械のオベレーションを担当し

ている。賃金水準(税込み)は3年程度勤続している

NO.10が年間300万円程度， NO.12が年間180万円未満

である。 NO.12は低水準にある。 KN造材部では林業

労働者の高齢化が著しく進んでいる。事業規模が大き

く充実した機械装備を備えている中で，新規林業労働

参入者は高性能林業機械のオベレーターとして不可欠

の存在になりつつある。

3)林業労働者に関する取り組み

1998年にUターン者No.lOを採用。 2001年5月に

は2000年10月の林業体験研修参加者の女性 (No.12)

を配偶者 (No.17)とともに採用した。「オベレーター

として女性を採用することに迷いはなかった」と経営

者は述べている。 KN造材部の林業労働者についての

意識はSK林工とは大きく異なる。経営者は「住宅の

問題，働きぶりを考えると地元の子弟を雇用したほう

がよい。彼ら(地元子弟)は顔見知りが多い中で周り

の目を気にしてよく働く J(括弧内筆者)と言う。 SK
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林工とは逆に地元労働者を高く評価しており，実際に 2000年を境に急速な規模縮小過程に入ったとみられる。

地元出身者を多く採用している。「若い人が若い人を

呼び」剖，グ、ループ各社の若年労働者の増加がもたらさ

れている。採用は直接会社に問い合わせてくる人だけ

が対象である。 No.12も直接会社に問い合わせをして

きた。ハローワークは登録だけをしている。「まじめ

な人聞を回してこない」白からである。 Uターン Iター

ンフェアには役場職員にパンフレットを託しているが，

特に重要視はしていない。 KN造材部は新規林業労働

参入者の確保にはSK林工やEM木材産業とは異なっ

た対応を見せている。地元出身者にこだわり，採用方

法も地縁が主である。また北海道森林整備担い手対策

事業は全く利用しないなど，独自の方針を貫いている。

ここでは新規林業労働参入者の「定着」に向けた取り

組みは確認できない。

3.2.5. KS林業株式会社

1)会社概要

KS林業株式会社は前述の 4社とは性格を異にし，

林業よりも土木事業が経営の中心である。 2000年度の

事業高はおよそ 2億円，内訳は土木が1億4，000万円，

林業が4，000-5，000万円である。土木事業の内容は街路

樹の植栽と林業土木(治山)である。林業はほとんど

が造林で森林組合の請負である。 1985年前後に始まる

木材価格の下落により林業部門は赤字に陥った。 1999

年度統計却には 1万rdあった素材生産は現在ではほと

んど行っていない。 1969年から土木事業に参入し，

1993年前後を境にその事業高は林業を超えるように

なった。コスト削減で機械装備はあまりしていないが，

林業部門にはブルドーザ，ユンボ，伐倒機が各1台ず

つある。事業量の調整用に森林を200ha所有している。

関連会社に1965年創業の有限会社KS苗畑があり，林

業用苗木を生産している。事業高は約2，500-3，000万円

で近年はほぼ横ばいである。

従業員はKS林業11人. KS苗畑7人である。 KS

林業の従業員の内訳は林業部門が6人，土木部門が5

人で全員男性であるo採算の関係から通年雇用ではな

く定期雇用である。林業部門は60歳が5人.30歳代が

1人で2002年度からは事業量を縮小し 3人体制にする

予定である。 KS苗畑は通年雇用者の男性が1人.4月

から12月までの定期雇用者が男性2人，女性4人であ

る。林業部門は1970年前後には造林30人，素材生産80

人，苗畑30人の規模であった。その後，縮小傾向が続

いたが1999年度統計幻では従業員数は40人なので，

2)林業労働者に関する取り組み

KS林業は1998年に 1人. 1999年に 2人を新規雇

用した。その後，林業部門の縮小と会社自体の事業縮

小により従業員は削減傾向にある。特に林業部門は近

い時期に完全に撤退する可能性もあり，労働者に対し

て十分な就労環境は整備できていない。新規林業労働

参入者はKS林業には存在せず，新規雇用の予定もな

L 、。

3.3.林業事業体聞の連携による対応

3.3. 1.滝上町林業機械利用組合

3.1.でも述べたが，滝上町林業機械利用組合は滝

上町の「林業高能率機械導入補助事業」の受け皿機関

として1995年に林業・林産業関係の会社6社で設立さ

れた。この高性能機械の導入により，森林施業の合理

化を目指し新たな作業体系の構築が急がれている。現

在までにSK林工にハーベスタが1台. EM木材産業

にハーベスタ，スキッダの2台.KN造材部にフエラー

パンチャ，スキッダ，グラップルソーの 3台など，計

10台の高性能林業機械が導入された。これらの重機は

名目上，機械利用組合の所有であるが，事実上，各会

社に占有されている。機械利用組合の設立により，各

事業体で高性能機械のオベレーター確保の必要性が生

じ，それが現在の新規林業労働参入者の増加につながっ

ている。また新規雇用に大きな影響を与えることになっ

た機械利用組合は雇用のほかにも以下のような影響を

及ぼした。作業過程の合理化を通じた事業体経営の体

質強化のほかに，林業事業体の協業体制の確立という

面をもたらしている。特に滝上町森林組合からの請負

の90%を担っているSK林工.EM木材産業とKN造材

部を中心として林業・林産業界の横の連携が強まり，

先にSK林工が述べたように.I競争する時は競争し，

町のことを考える時は一緒に取り組む」体制が作られ

た。このことが後に滝上産業クラスター研究会の設立

につながる。

3.3.2.滝上産業クラスター研究会副

滝上産業クラスター研究会は1999年12月に発足し

た。 2000年7月10日時点で33名が加入している。農業

部会と林業部会，グランドデザイン部会があり，発起

人のEM木材産業とSK林工がそれぞれ事務局長と副

理事長を務めている。また理事長を地元製材工場経営
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者が務めるなど，林業・林産業関係者が中心となって

研究会を運営している。各部会でプロジェクトが進め

られており，林業部会では「間伐材の有効利用Jiト

ドマツ油Ji木質バイオマスエネルギーJの3つがプ
ロジェクトとして取り組まれている。「間伐材の有効

利用」プロジェクトでは，滝上町の人工林が3齢級か

ら6齢級を中心とした構成であり間伐が本格化しつつ

あることから，間伐材を利用したログハウスの建設，

家具製作と東京への出荷などが取り組まれ事業化され

ている。「トドマツ油」プロジェクトは2001年8月時

点ではコストや商品化の問題から活動を休止している。

研究会が最も力を入れているプロジェクト「木質バイ

オマスエネルギー」は滝上町当局を巻き込みながら大

きな展開を見せている。滝上町は1999年.r滝上町森
林整備計画』に「木質バイオマスによる発電熱等を検

討する」と明記した。現在はプロジェクト内部でさま

ざまな実験や検討が行われ実用化を目指している段階

にある。「木質バイオマスエネルギー」プロジェクト

の実現にはさまざまな障害，不確定要素があるが，実

用化に向けて林業関連産業が中心となり積極的な取り

組みが行われている。 2001年にはEM木材産業. SK 

林工.KN造材部，製材会社2社でスウェーデンへの

視察を実施した。

こうした積極的な取り組みは，先述したように，

林業事業体に労働者の新規雇用について大きな影響を

与えた。 EM木材産業では新規林業労働参入者を採用

する時に「今後の会社の事業展開の夢を語り，将来の

ビジョンを説明する」四ことができるようになり，新規

採用者を「バイオマスエネルギーの実用化に当たって

の担い手」却として位置付け直すことにつながった。こ

れはSK林工でも同様である。現在，両事業体はさら

に新規雇用を計画している。

3.3.3.林業事業体間連携の意義と限界

以上のように，林業事業体の共同の取り組みが現

在の滝上町における新規林業労働参入者の増加に果た

した役割は非常に大きい。新規林業労働参入者の確保

は各事業体での独自の取り組みであるように見えるが，

その背景には協業化の推進に伴い展開してきた共同の

取り組みが存在し，非常に大きな影響を与えている。

しかし，事業体が林業労働力確保の原動力とした滝上

産業クラスター研究会の活動に獲得された新規林業労

働参入者らは全くかかわっていない。新規林業労働参

入者に対する聞き取り調査では，彼らのほとんどが産

業クラスターの活動内容を把握していなかった。産業

クラスターは経営者の中だけで完結し，労働者には認

知されていない。これらの活動は新規林業労働参入者

の「確保」に関しては非常に大きな役割を果たした。

しかし.i定着Jを意識した活動とはなっていない。

3.4.小括

3.4.1.新規林業労働参入者の就労諸条件

聞き取り調査からの把握のみで不確定な部分があ

るが，滝上町における民間林業事業体の2001年8月時

点の林業労働者数吋ま43人と推測される。グリーンた

きのうえが 5人. SK林工が11人. EM木材産業が 9

人.KN造材部が12人.KS林業が6人である32。新規

林業労働参入者は13人(男性12人，女性1人)でUター

ン者4名ターン者9名である。滝上町の林業労働

者の4分の l以上を新規参入者が占めている。

各林業事業体で新規林業労働参入者の就労条件に

差異があることが確認できた。社会保障についてはど

の事業体も同等に整備されている。差異が確認できた

のは賃金水準と年間休日数.1日の就業時間であった。

特に賃金水準の事業体間の差は大きい。新規林業労働

参入者は各事業体で同等の整備水準にある社会保障を

除く就労条件を軸として，雇用先別に以下のように図

式化できる(図3.1)。第3セクターであるグリーンた

きのうえの新規林業労働参入者が最も恵まれた就労環

境にある。 EM木材産業の労働者は賃金水準と年間休

日数，実質就業時間割にグリーンたきのうえとの聞に

差がある。 KN造材部の労働者は賃金面ではEM木材

産業と同レベルにある。しかし，ほかの事業体が積極

的に活用している北海道森林整備担い手対策事業の不

活用という賃金面での配慮が欠けている。 SK林工の

労働者はほかの 3事業体と比較して最も賃金水準が低

く年間休日数も少ない。新規林業労働参入者は事業体

内ではそれ以外の労働者よりも整備された就労環境に

あるが，事業体間ではその就労条件に大きな差異が存

SK林工労働者

証T1<準

図3.1.新規林業労働参入者の就労条件における階層性
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在する。

3.4.2.行政，事業体における対応のまとめ

滝上町における林業労働者をめぐる行政，民間林

業事業体の一連の動向は2つの段階を経て現在は転換

期に差し掛かっている。

林業労働者に関する対策が講じられ始めた1995年が第

1段階である。この年には後にさまざまな影響を及ぼ

す滝上町林業機械利用組合の結成があり，各事業体に

おいて高性能林業機械化が開始された。この展開には

滝上町行政と民間林業事業体双方の協力関係が存在し

ていたことも指摘されなければならない。この時期は，

林業労働力確保の必要性を生じさせた点，林業労働力

確保をめぐり試行錯誤が繰り返された点で第2段階の

助走期間であった。

今日まで続く第2段階は第3セクターグリーンた

きのうえの設立，林業事業体のUターン Iターンフェ

アへの参加を機に始まった。それは1998年前後のこと

であり， r都市出身者を中心とした新規林業労働参入
者の増加」の段階である。ここでも行政は第1段階か

ら一貫して民間林業事業体と協力関係にある。民間林

業事業体，特にSK林工とEM木材産業の都市生活経

験のある経営者がハローワークを通じた採用に限界を

感じ， I都市にはまだ，林業労働に興味を持つ者がい

るのではないかJ34と考えていた時にUターン Iターン

フェアの存在が彼らの知るところとなった。この参加

がきっかけとなり，都市出身の新規林業労働参入者の

増加が始まる。各事業体で地元出身労働者に対する労

働者観や実際のリクルート方法は異なるのだが，都市

出身の若い新規林業労働参入者は確実にその人数を増

している。

都市出身の新規林業労働参入者が比較的簡単に獲

得できるようになり， リクルート方法が定着を見た現

段階はどのような歴史的位置にあるのか。一部の林業

事業体の動向，確保後の新規参入者へのさまざまな対

応に注目すべきであろう。現在まで続く第2段階が新

規林業労働参入者の「確保」に焦点を当てていたのと

は異なり，ここでは彼らの「定着Jが意識されている。

しかし， r定着」を焦点にした取り組みは一部であり，
これを意識していない事業体もある。事業体共同の対

応も「定着」を意識していない。現段階は行政，事業

体の認識とそれに基づく対応が「確保」から「定着J，

つまり第3段階へと変わるかどうかの過渡期である。
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報告， Vo1.56， No.2， p.180 

8)滝上町史編集委員会編，前掲書 (2001)， p.321 

9)グリーンたきのうえの「臨時社員」もしくは「臨

時雇用」とは，事業量の増減に応じて雇用される

季節雇用者である。グリーンたきのうえでは， 6 

ヵ月雇用が原則である。

10)滝上町第3セクター管理室への聞き取り調査。

11)前掲9参照。ここで各事業体における「臨時雇用」

の意味を確認しておく。グリーンたきのうえの

「臨時雇用Jは6ヵ月という短期雇用である。後

に述べるSK林工の「臨時雇用」とEM木材産業

の「臨時雇用」は，事業量の増減により労働者の

仕事日数が大きく変化する点では同じである。し

かし， SK林工は必ずしも年聞を通して雇用して

いるわけではない。一方EM木材産業は年聞を通

じて仕事を確保しており事実上通年雇用を達成し

ている。この点に両者の「臨時雇用」についての

違いがある。またKN造材部の「臨時雇用」はE

M木材産業と全く同じと考えてよい。

12) NO.13は29歳， Uターン者である。実家は商庖を

経営しており，母親と 2人暮らしをしている。

13)臨時社員は日給月給制で正社員と同様の社会保険

と厚生年金，林退共に加入している。

14) No.l4は1999年4月にグリーンたきのうえに就職

した。 21歳，独身である。網走市の農業高校を出

て新卒採用された。きっかけはグリーンたきのう

えの学校への求人であった。

15)滝上町第3セクター管理室資料「第3セクターの

設立についてJより引用。
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16) No.3への聞き取り調査。

17)前掲11参照。

18) SK林工への聞き取り調査。

19) NO.15は現在，滝上町内にある株式会社IN産業に

勤務。 2000年4月に Iターンした当初はSK林工

に勤務していたが， 2001年5月に退職。同6月か

らIN産業の製材工場に勤務している。山梨県出

身，独身， 36歳である。地元山梨県で修理工，営

業職を経て滝上町に移住した。 SK林工を退職し

た理由は，聞き取り調査によると， [""賃金をはじ

めとした就労条件への不満」であった。

20) SK林工への聞き取り調査。

21)前掲11参照。

22) EM木材産業への聞き取り調査。

23)前掲11参照。

24) KN造材部への聞き取り調査。

25)向上

26)北海道木材協会，北海道木材林産協同組合連合会

編 (2001):北海道木材林産協同組合連合会北海

道木材関連企業名簿 (2001年度版)

27)同上

28)大野百恵 (2001):北海道における木質バイオマ

スエネルギ一利用の可能性に関する研究，北海道

大学農学部森林科学科森林政策学分野卒業論文，

およびSK林工への聞き取り調査を基に記述した。

29) EM木材産業への聞き取り調査。

30) SK林工， EM木材産業への聞き取り調査。

31)現場作業に従事している者。就労日数は問わない。

32)経営状況などから把握の難しいKN造材部とKS

林業の動向によっては若干の増減はありうる。

33)グリーンたきのうえは事務所集合・解散で就業時

聞は 8時から17時である。 SK林工とEM木材産

業は，就業時間は7時から16時だが作業場所集合・

解散なので実質拘束時間は1時間から 2時間ほど

長くなる(作業地点により変動)0KN造材部も

作業場所集合・解散だが，作業場所が市街地にあ

るので就業時間と拘束時間はほぼ同じと見てよい。

34) SK林工， EM木材産業への聞き取り調査。

けでなく，他産業の就業者も含めて計19人に実施した。

ただし，本章の分析対象は十分な面接時聞を確保でき

た新規林業労働参入者11人とする。

ここで一度，本稿で扱う新規林業労働参入者の定

義を確認する。新規林業労働参入者とは，滝上町の林

業事業体に1998年前後に新規雇用され始めた若年林業

労働者を指す。前章で明らかにしたように， 1998年前

後は滝上町で林業労働力確保をめぐり新たな段階，都

市出身者を中心とした新規林業労働参入者の増加段階

に移った時期である。現在，各事業体に雇用されてい

る若年林業労働者はこの時期以降に雇用された者がほ

とんどである。

4. 1. Uターンおよび lターン林業労働者の分類

4.1.1.調査対象者概要

表4.1は分析対象の新規林業労働参入者11人の概

要である。以下ターン独身労働者ターン世帯

持ち労働者， Uターン独身労働者， uターン世帯持ち
労働者の4つに分類して把握する。分析対象者は全て

男性， 20代8人， 30代3人である。全員が1997年以降

に新規参入し，就労年数は 1年以上 (2001年8月1日

現在，以下同じ)である。 NO.1からNo.8の8人が I

ターン者， NO.9からNo.11の3人がUターン者である。

Iターン者ではNo.3，NO.5以外は全員，道外出身者

である。

Iターン独身労働者 (No.l， No.2)はNO.1が2

年半， NO.2が1年半の就労年数である。 2人とも道

外出身で大学卒業後1度他業種に就職した後，林業に

新規参入した。次に述べる Iターン世帯持ち林業労働

者の多くが新規参入時はこのグループに属していた。

Iターン世帯持ち労働者 (No.3，No.4， Noふ

Noふ No.7，No.8)。現在，新規林業労働参入者の中

で最も多い。 No.3，No.4がグリーンたきのうえ所属，

No.5がSK林工， No.6， No.7， NO.8がEM木材産業の

所属である。全員が大卒者で，新卒採用のNO.6を除

いて全員が1度以上他業種への就業経験のある転職者

である。 No.3，NO.5は道内出身だが，ほかは本州の

出身である。ただしNO.5は大学卒業後も東京で働い

ていたので道外出身者に性格はより近い。 NO.3が4

4.新規林業労働参入者の定着パターンと直面して 年， No.4， NO.5が2年，同時に就職したNo.6，No.7， 

いる課題 No.8が1年半の就労年数である。全員子供はいない。

本章の記述は，滝上町で2001年7月31日から 8月 このように Iターン世帯持ち労働者と一括りにしてい

8日にかけて実施した新規林業労働参入者に対する聞 るが，内部には結婚について3つのパターンが存在す

き取り調査を基にしている。この調査は林業労働者だ る。第 1に，既婚者の IターンというNo.7のパター
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滝上町における新規林業労働参入者フェースシート(分析対象者分)

コード 労制軒 年齢 就労毎教 特鵬尋 出身地 最終学歴 就労経験 配偶者に関して 所属会社

賃金総額 新王己専の (今現職能出身，結婚のいきさつなど)

No.1 期柱産 31 2年5ヵ月 約加万円 神奈/11県 大卒 ctは〉 塾講師 G隼神奈川駒→7リサー SK林工
独 東京都討会 G司三東瑚D
身 No.2 葬許オ生産 27 l年6ヵ月 約2∞万円 長野果 大卒〈私立つ 営業職。年10ヵ月，自動車販売会 SK林工

東京都経営 也東京都)

NO.3 造林 28 4年3ヵ月 約3∞万円 出譜 大卒 C私立つ 営業職 (2伝建設機械事涜会社 m歳無聡北見市 グリーンたき

北見市，商 北見市〉 大判寺代から交際しIターン後に車散骨 のうえ

タ No.4 造林 28 2年3ヵ月 約制万円 東京都 大卒 C手心D 営業職α年8ヵ月，東京都)→家 33歳薬局事務員係筋l而の病院，紋別市 グリーンたき
世 東京鼠経済 業手伝い(1年4ヵ月，東京都 テニスサークルで知り合い糊普後期l冊7 のうえ
ン
帯 No.5 葬許オ生産 26 l年9ヵ月 約捌万円 ~11腿 大卒 C私立つ 営業職 (1年程箆仙台市)→7H 27歳アルバイト(冬期失業予由，千璃県 SK林工

持 東京鼠国鯛係 ー@誌栗沢町) 大学時代から交際しIターン後に車説書

ち No.6 造林 23 l年4ヵ月 約270万円 東京都 大卒 C私的 新卒採用 26歳無職東京都 EMオサポ産業
耕相5産 東京龍理工 大浮時代から交際しIターン後に轍骨

No.7 造林 39 1年4ヵ月 約幻0万円 樋xll県 大卒 C私立つ 役場など→法人職員(10年程鹿和 35歳インターネットカフェ経営，室蘭市 EM林櫨業
期牲産 埼玉県掛止 歌山劇→森柑;うアティ7 劫需でIターン細香6年目)

No.8 造林 30 1年4ヵ月 約270万円 埼玉県 大卒。おD 生命保険会担勤務@伝東京齢 26歳アルバイト但M木材産業~.埼玉県 凪4木材重業
期オ生産 東京都法 前職の職場で知り合いIターン後に樹骨

No.9 期オ生産 23 3年10ヵ月 約2fi)万円 滝上町 高卒 L公.il) 営業職 G年4ヵ月，農業機械事涜 SK林工
U 独 名寄市，農業 会誌士宮柿)

タ 身 No.10 掛寸生産 M 3~確度 約3∞万円 滝上町 専門卒。tm 就識 (1年未流北海運む KN造材郁
東川町，建築

ン 世帯 NO.ll 期オ生産 27 2年4ヵ月 約測万円 滝上町 高卒 L公立つ 工員 Gヵ月，糊l開)→工員 6 25歳鱒聡滝上町，子供1人 G齢 グリーンたき

持ち 滝上町，部直 年，滝上町)→.}¥'-ト (1隼湧lJl附) 高樹待代の同級生.Uターン前に糊普 のうえ

表4.1.

会

資料:聞き取り調査，および各種関連資料より作成.

注:1)全員男性.

2)全員が正社員で通年雇用，賃金形態は月給制である.
3)年齢，就労年数は2001年8月1日現在.
4)年間取得賃金総額(税込み)は.2000年実績.
5) EM木材産業の労働者は2001年度は造林労働をしていない.
6)林業労働参入のきっかけは以下の通りである.
7) ，ハローワーク」を通して No.3. No.5. No.ll 
7) ，uターン Iターンフェア」を通して-No.l， No.2. No.6. No.7. No.8 
8) ，縁故」採用 No.9. No.lO 
9) ，北海道移住情報センター(東京都)Jを通して-No.4
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表4.2. 新規林業労働参入者の就労志向，仕事および賃金に対する意識

コード 就労宙句 仕事に対する意識 賃金に対する意識(増おお

No.1 田舎暮らし やりがいあり やや不満伺じ)

No.2 林業 やりがいあり 普通伺じ)

No.3 田舎暮らし やりがいあり まあ満足。普)

No.4 制斑(田舎)での暮らし 特別な想いなし 部重←)

No.5 自然西丸林業 やりがいあり 不碕命~

No.6 ~t話転首での暮らし，林業 やりがいあり まあ満足(-)

No.7 田舎暮らし やりがいあり 普通ゆし掛

No.8 ~ti飯賞での暮らし，自然由旬 やりがいあり 司輔(印湖~

No.9 特になし 特別な想いなし 不議備わ

No.10 特になし 特別な想いなし 不箔(ー→

No.ll 特になし 特別な想いなし 普通(場

表4.3. Uターン労働者の就労のきっかけ

N0.9同事を辞めて，翫訪山紹介されて

No.10 I仕:事を辞めて，たまたま(今の)佐事があったか
ら鋼騨儲)

No.ll Iハローワークでほかの仕事と比べて
実家があるから

ン。第2にターン当初は独身だが，その後結婚し

滝上町に配偶者を呼び寄せるというパターン。 Noふ

No.5， No.6， No.8が該当する。第3としてター

ン後に滝上町で地元女性と結婚したNo.4のパターン

である。

Uターン独身労働者に該当するNo.9，No.lOは，

No.9が農業高校卒， No.10 は専門学校卒で2人とも卒

業後道内で 1度職を経て現在の会社に就職した。 No.

9がSK林工， No.10がKN造材部の所属である。就労

年数は 2人とも 3年以上であり，今回の分析対象者の

中では長い部類に入る。 2人とも知り合いの紹介で就

職した。

Uターン世帯持ち労働者はNo.llだけである。滝

上町出身の配偶者とUターン前に結婚した。今回の調

査対象者の中では唯一，子供がいる。所属会社はグリー

ンたきのうえで就労年数は2年半である。

4.1.2.分類

1)分類の前にー lターン労働者とUターン労働者の

差異-

Iターン労働者とUターン労働者の聞には就労志

向，仕事についての意識，賃金水準についての意識な

どの点で大きな差異がある(表4.2)。就労志向を見る

とターン労働者全てが「田舎暮らしJr林業労働」

表4.4. 新規林業労働参入者の3タイプ

Iターン型 1胡労働者 No.1， No.2 

世南寺ち労働者 No.3， No.4， No.5， No.6， 

No.7， No.8 

Uターン型 労働者 No.9， No.lO @息身)

No.ll (世欄守ち者)

「自然の中での仕事」を志向して林業に新規参入して

いる。 Uターン労働者は就業に当たり， 1ターン労働

者のような積極的な動機を持っていない。彼らの就労

のきっかけは「知人の紹介Jrハローワークでほかの
仕事と見比べて」などターン労働者の就労に当たっ

ての意識とは大きく異なる(表4.3)0 1ターン労働者

とは異なる消極的な動機での新規参入である。

現在の仕事についての意識でも Iターン労働者と

Uターン労働者の差異が確認できる。 No.4を除いて

Iターン労働者全員が仕事に「やりがい」を感じてい

るのに対して， Uターン労働者は全員が「特別な想い」

を持たずに仕事に取り組んでいる。 No.4は田舎暮ら

しが第1義的な目的で，その手段としての林業就業で

あることが「特別な想いなし」につながっている。賃

金についての意識でも双方の隔たりを確認できる。 3.

で明らかにしたように，事業体聞には賃金水準をはじ

めとした就労環境に大きな差がある。そのため，それ

ぞれの事業体ごとに賃金水準に対する労働者の意識を

検討しなくてはならない。しかし，一般的にUターン

労働者は賃金水準に対して不満を抱く傾向があるのに

対して， 1ターン労働者は必ずしもそのような傾向を

示すわけではないと言える。
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表4.5. 新規参入林業労働者の考える現在までの定着要因

No.1 林業に就業した目的て、あった「知識を使う労働よりも知恵を使う労働をしたしリということカ琴識できているから.直性

官齢特集機械化もプラスに働いている

No.2 良き揮轄と良き欄に恵ま札仕事も面白いから

No.3 家庭を持ったこと，仕事に誇りを持って取り組めていること

No.4 滝上町カ野きというのが一番で，ここには林業しかないから続けている

No.5 3年過ぎたら考える.今は林業労働をしたい.高協議義博錦繍戒化も趣味はあると患う

No.6 本当に必要なものの生産と林業労働者の地曲丸上という使命感また，林業労働に適していた会社や周りの人にも葱ま

れている.3年は続けたい.高悩識務同議蹴化は関係ない

No.7 1年半あっという間だった.畳惨事ーだがそれだけでもな"'-だからとし、って興財すごけでもない.今はまfご分からない.

高踊齢制鰍化は関係ない

No.8 まだ始めた剖尚〉吻り肘fだご劫均か当巾企ら弘.山の仕事は面白い.高幽砂樽銭蹴もプラス

No.9 仕事均酒白L、ことと，ほかの仕事をしたらまたlからやり直さないといけないしここまできたら極めたい

No.lO 機械仕事だから.高幽砂樽鞠がないと続けていない

No.ll 強十のため.雇用環境もよい

2)タイプ

Iターン林業労働者とUターン林業労働者の林業

労働についての基本的な意識の差を踏まえながら，以

下，次節からの分析に当たり新規林業労働参入者を3

つに分類する。この分類には2つの基準を用いた。第

1に， Uターン者かそれとも Iターン者かである。こ

れは出身地の差だが，先に指摘したことも踏まえてい

る。第2に，世帯持ち者かそれとも独身者かである。

この基準を用いて以下のようにタイプ分けした。

Iターン型独身労働者， 1ターン型世帯持ち労働者，

Uターン型労働者である。その該当者を表4.4に示し

た。 Iターン型独身労働者は文字通りの意味であり，

該当者はNo.l， No.2の2人である。 Iターン型世帯

持ち労働者も説明の必要はない。該当者はNo.3，No. 

4， No.5， No.6， No.7， No.8の4人である。 Uター

ン型労働者は独身者と世帯持ち者を一括りにした。 U

ターン世帯持ち労働者が 1人であることも影響してい

るが， Uターン型労働者は「参入当初から地域に一定
の人間関係が築けている」点を重視したからである。

これはUターン型労働者と Iターン型労働者の決定的

な違いである。

4.2.新規林業労働参入者の抱える課題

4.2.1.現在までの定着要因

前章で述べたように，滝上町では1998年前後を境

にして新規林業労働参入者の増加が始まった。 1年以

上の就労年数者に限ってみれば，確認した範囲で，滝

上町全体で11人が現在まで定着を果たしている。 1998

年前後から2000年8月までの参入者が15人前後なので，

現在までの定着率は70%程度である。 1990年代前半は

新規林業労働参入者のほとんど全員が1年以内に退職

した。高位の定着率水準と言えよう。

新規林業労働参入者の現在までの定着要因につい

ての評価を表4.5に示した。 Iターン型独身労働者と

Iターン型世帯持ち労働者に差は見られないので Iター

ン型労働者に一括りして検討する。これによると

ターン型労働者は rr知識を使う労働よりも知恵を使
う労働をしたい』ということが実践できているJ

(No.l)や「林業労働への使命感J(No.2)のように

参入時に抱いていた意欲が持続して現在の定着につな

がっている場合が lつある。もう lつは「仕事が面白

いJ(Noム No.3，No.8)に見られる，仕事に高い評

価を与えて林業労働に取り組み続けている場合であり，

この 2つに大きく収数する。また Iターン型労働者に

は無我夢中で仕事に取り組んできた期聞がこの定着に

つながったと見られる事例もある (No.6，No.7)。彼

らの林業労働に対する高い評価をこの事例からも読み

取れる。さらに，素材生産場面での高性能林業機械化

も少なからず影響を与えていることが確認できる。た

だし，高性能林業機械化は無条件で評価されていない

ことに注意する必要がある

Uターン型労働者は「ほかの仕事だとーからやり

直しJ(No.9)， r機械仕事だからJ(No.lO)， r生計の
ためJ(No.11)と，参入時に特に目立った就労動機

がなかったことと関連して林業労働そのものに関心を

寄せていない。ここからは，特に何も考えず，たんた
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んと仕事を続けてきたUターン型労働者の姿を確認す

ることができる。

以上見てきたようにターン型労働者は就労時

の興味，関心，意欲の持続が大きな定着要因になって

いる。 Uターン型労働者には Iターン型労働者のよう

な積極的な定着要因はない。強いて言うならば，高性

能林業機械化による作業負担の軽減や転職への欝踏な

どが定着に影響を与えている。

次いで，事業体側の取り組みが新規林業労働参入

者の定着に与えた影響も検討しなければならない。

1990年代前半のSK林工. uターン Iターンフェアへ
の参加 1回目のEM木材産業では新規採用は 1人ずつ

であった。それが現在ではSK林工はほぼ毎年の採用，

EM木材産業では 1年に複数採用というように採用方

法を変えて職場に同年代の若年労働者が複数存在する

ようになった。この「仕事上の相談相手j2I話の合う

人の存在J3としての若年労働者の増加も定着要因の 1

つであろう。

こうしたリクルート方法の変更が定着に与えた影

響は大きい。事業体は1998年以前は主にハローワーク

に依存していたが，以降ではUターン Iターンフェア

へと変更した。同時に採用前に研修を実施すること，

I人の採用ではなく複数採用したことなど，事業体側

が工夫を凝らしてきた。 Noム No.6の「仲間に恵ま

れた」という回答はこの対応の有効性を示唆している。

またこのリクルート方法により，本当に林業労働をし

たい人が集まってきたとも言える。表4.2に示したよ

うに，賃金面では前職よりも減少した者が多い。また

滝上町は以前生活していた都市と比べると格段に生活

は不便である。その中で彼らは林業へ新規参入した。

1990年代前半の労働者の性格を把握することはできな

いが，現在の新規参入者とは動機面で大きな差異があっ

たと言えよう 40

事業体によって差はあるが，現在の滝上町におけ

る新規林業労働参入者の多くを占める Iターン型労働

者の増加要因は1998年以降に行われたリクルート方法

の変更にある。新規林業労働参入者側にとっては，同

じ境遇にある Iターン型労働者増加，就労動機の継続，

3年といわれる育成期間5の途上にあり技術上達をひ

たすら目指してきたことなどが現在までの定着につな

がっている九

4.2.2.矛盾の現局面

表4.61こは新規林業労働参入者の将来の仕事継続

意思についてと，そのために自身に課せられる条件は

何かという問いに対する回答をまとめた。これによる

と，新規林業労働参入者はNo.lOを除いてこれからも

林業労働を続ける予定である。自身に課せられる継続

条件として「知識や技術の習得」が挙げられている。

これは Iターン型独身労働者と Iターン型世帯持ち労

働者.Uターン型労働者に共通している。ただしUター
ン型労働者には「所得面でほかに良い仕事がない限り

は続けるJ(No.ll)のように，先述した，彼らの消

極的な林業への就業動機が表れている事例がある。 I

ターン型世帯持ち労働者NO.8は継続条件として「辛

抱」を挙げている。これはNO.8がもともと林業志望

ではなく，最大の目的である田舎暮らしの手段として

就業していることから挙げられている。このように若

干の例外はあるもののターン型独身労働者と Iター

ン型世帯持ち労働者.Uターン型労働者はこれからも

「知識を蓄え，技術を習得」し林業労働に励みたいと

考えている。

しかし，労働者自身の仕事継続の意思とは裏腹に，

その継続を妨げようとする事態が立ち現れている。彼

らは，本当は「これからも林業労働を続けたい」にも

かかわらず，一方ではそれを「断念せざるを得ないか

もしれない」と考えている。これは新規林業労働参入

者の，特に Iターン型世帯持ち労働者に多く見られる

傾向である。

新規林業労働参入者の抱える「不安Jや「困難」

をまとめたのが表4.7.表4.8である。表4.7は現在の，

表4.6. 新規林業労働参入者の考える林業労働継続意
患の有無とその条件

NO.l 0/技術，体力，粘り

No.2 0/封土の存続

NO.3 0/技都知向上
No.4 0/ー

NO.5 0/技術を身に着けることが必要

NO.6 0/目自慢識を持ち続けること

NO.7 0/年断酌に厳しL中で体力カ続くこと

NO.8 0/手鞄(日々の仕事，賃企田舎)

NO.9 O/"匁識と技術の習得
No.10 ム/一

NO.ll 0/ほかに良い仕事がない限り新得重視〉

注:1)0は「続けるJ.ムは「続けるかどうかは不明J.
2)No.5は i(滝上町にこだわらずに)林業は続けたい」
(括強内筆者)と回答.ほかはすべて，滝上町での林
業労働継続の有無である.
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衰4.7. 新規林業労働参入者の現在抱えている不安・困難と解決への方策

現部包えている医離 解決への方策

No.1 自分のぜ術向上の還さに焦りを覚える 日々の精進

No.2 特になし

No.3 滝上町民のまちづくりへの意識のなさに苛立ちを覚える

No.4 特になし

No.5 奥さんが地岐になじめない様子.滝上町に来るE扇IJから拒 とりあえず今は材業労働をしたいので3年l持売ける.奥さ
否関芯を示しており，現益課~I批している.奥さんの仕事 んに閏舎に慣れてもらう必要がある杭もしそれができな

のある夏場はまだよい杭これから冬になりパートの仕事 けれは辞めるしかない

がなくなるとJ乙配である

No.6 林業の仕事を単調に感じる時がある とりあえず3年は頑張る

No.7 体力面での不安

No.8 現在の林業の出足賃金に不荷主がある

No.9 特になし

No.10 収入脚部安

No.ll 特になし

表4.8. 新規林業労働参入者の将来に向けての不安・困難と解決への方策

将来に向けての方凌・窓灘 解挟への方策

No.1 家族を持ったとき現在の収入で暮らしていけるかどうか 会社に期待するしかない

No.2 会完封fこれから業績割申lましてL、けるかどうか

No.3 市町村合併により町坪離するかど、うか甥職員ではな

い輔針端な身分なので，その後も雇用されるかど、うか心

配

No.4 会社の存続と賃金lこついて.子供カ生まれたとき.1人の収 今のところは楽観拘に構えている

入で出舌をしていけるかどうか

No.5 生活と将来の子供の問題また，奥さんが滝kを気に入っ 奥さん次第

てくれるかどうかも心配

No.6 仕事を単調に感じるB寺があることが不安である.奥さんは 目的意識を持ち続けることができるかどうか.奥さんが

今のところ大丈夫 「窃諒に)帰りたいJct甜納筆者)と言え倒寄る
No.7 体力函での不安.オペレーターでも，符若請を重ねるにつれ

て辛い労働になる

No.8 医諌と教育環境のヰ硝により，子供を産むことができない. 奥さんl本地輔のさまざまなイベントに顔を出している.

自分と同じ教育を子供に与えることができない.また，奥 地域に人間鶏係を築きたし、様子である

さんは東京叫語りたい様子

No.9 特になし

No.10 収入の不安

No.ll 会社の存続

No.15 出会いがない.この先轍昏できるかどうか

No.16 子育てで家にずっといる妻が地域になじみ，人の輸が広が 夫人が「明諒に)帰りたい」個師錆)槻兄になれば

るかどうか乙書記 婦らざるを得ないだろう

注:No.15は製材工場労働者.No.16は牧場従業員.
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表4.8は将来に向けての「不安」ゃ「困難」を示して

いる。それぞれには労働者自身が考えるその解決への

方策を記した。 Iターン型独身労働者は現在，特に不

安や困難を感じておらず，自身の問題を指摘するにと

どまっている (No.1)。将来では「賃金面で家族を持っ

たときに不安J(No.l)のように自身だけの問題から

将来の家族を含めた問題へと広がりを見せてはいるも

のの，ここでは賃金面での不安を指摘しているだけで

あるから，あくまで現在の林業情勢に起因する問題で

ある。ただし，将来，結婚できるかどうかを心配して

いることに注意する必要がある。他産業(製材業)に

就業する者であるが Iターン型独身労働者に分類され

るNO.15は，滝上町に「出会いがない」ことから結婚

できるかどうかを危倶している。これはNO.lも同様

であった。ただし全体として見た場合ターン型独

身労働者の不安や困難は「地域」に関することよりも

「林業Jに関することが現時点では優先している。

続いて， 1ターン型独身労働者と同じような傾向

を示したUターン型労働者を確認しよう。 Uターン型

労働者は現時点では特に不安や困難を意識してはいな

い。将来については林業それ自体に起因する問題であ

る「収入面の不安Jr会社の存続」を挙げている。結
婚についても Iターン型独身労働者のように心配して

いない。 Uターン型労働者は「地域」を意識すること

なく，林業情勢に大きく左右される不安や困難を将来

心配している程度である。

最後に，多様な不安や困難を持つ Iターン型世帯

持ち労働者について確認する。 Iターン型世帯持ち労

働者は現在，さまざまな問題を抱えている。それは

「仕事の単調さJ(No.6)や「体力面での不安J(No.7)， 

低水準である「賃金J(No.8)などの林業に直接起因

表4.9. 新規林業労働参入者の配偶者の活動とその理由

就業の有無 ! その理由

NO.3 

No.4 O |轍旨後も仕事を繕駒中
NO.5 O l輯眠時ってLるため
No.6 I ム 生活に張り合いを持たせるため.資格

。月から予泡 (保母)を活かしたい

NO.7 O !仕事いソコン関係9カ野きだから
NO.8 O 

NO.l1 I 
注:Noふ NO.7は配偶者自らが回答.

する問題だけではなく， No.3， No.5のような「地域」

にかかわる問題が含まれているのが特徴である。その

内容はNO.3とNO.5で大きく異なるのだが， ここで注

目すべきはNo.5の事例で、ある。現在，既に配偶者を

めぐり問題が顕在化している。将来も含めるとNoふ

NO.8も同様の問題を憂慮している。この傾向が確認

できるのは Iターン後に結婚し配偶者を滝上町に呼び

寄せた道外からの Iターン型世帯持ち労働者， 4.1.1. 

で述べた Iターン世帯持ち労働者の第2の結婚パター

ンに該当する労働者だけである。道内から Iターンし

て同様の結婚過程をたどったNO.3や，既婚後に Iター

ンしたNO.7(4.1.1.で分類した，第1の結婚パター

ン)， 1ターン後に滝上町近郊にある紋別市の女性と

結婚したNo.4(同上，第3の結婚ノfターン)にはこ

のことは確認できなかった。これは， NO.3は夫婦と

もに滝上町から比較的近い北見市出身であり滝上町に

移住することについて「奥さんは全く問題がなかっ

たJ7こと， NO.7はIターンが「夫婦納得の上での計
画J8であったことが要因である。 No.4はNo.5，No.6， 
NO.8と同様に当時独身で道外から Iターンしたが，

決定的な違いは配偶者が地元出身ということである。

ここからNo.5，No.6， No.8で配偶者の問題が顕在化，

もしくは顕在化する可能性があるのに対してNo.4が

その傾向を示さないのは，配偶者の出身地が大きく関

係していることが分かる。具体的には配偶者の地域で

の人間関係である。

それはNo.5，No.6， NO.8それぞれの配偶者の具

体的状況を見れば明らかになる。表4.9には Iターン

型世帯持ち労働者とUターン型世帯持ち労働者の配偶

者の仕事，地域活動の参加状況とその理由を示した。

これによると， No.5， No.6， NO.8の配偶者は「地域

糊謝への参加 i そ岬由

特になし j人付き合いが加さから
特になし | 
スポーツ活動陶茎 i知り合いを増やすため
サークJl1舌動 i 
サークルイ宮税野菜市|住み続けるためのフィールド作り

など i 

特になし j 
イベント，サークノ吋舌 i地l:lGになじむため
動など i 
鞠こなし i 
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になじむ」ことを意識して活動している。またほかの

Iターン型世帯持ち労働者と比べると活動状況に大き

く差がある。就業については「時間に余裕があるためJ

のように，仕事以外にやることがない状況が確認でき

る。ただしNo.5の配偶者の場合には，冬期間は失業

するなど必ずしも就労環境は整ってはいない。 NO.5

はこのことについて「今は仕事をしているからましだ

けど，冬になると深刻になりそうだ。病気になられで

も困るレ・・」と述べている。 No.8の配偶者は Ir東京
に帰りたい』と，事あるごとに言っているJ'という状

況にある。

以上. 1ターン型世帯持ち労働者のうち，特に配

偶者が道外出身の労働者は深刻な矛盾を抱えている事

例が確認できた。 Iターン型世帯持ち労働者では，現

在と将来について林業労働継続へ向けて克服すべき問

題の所在が「林業」よりも「地域」に関する方向へ移っ

ている。それは特に配偶者と「地域」との関係につい

てであった。これを的確に表現したものとして，他産

業就業者ではあるが Iターン型世帯持ち労働者に分類

できる牧場従業員No.161Oの発言を挙げることができ

る。彼は「結局，一番地域にいるのは夫人だから。自

分には仕事があるし…」と述べている。

4.2.3.解決への対応とその評価

Iターン型世帯持ち労働者は地域活動への参加が

Uターン型労働者より積極的である。前項で明らかに

したように，配偶者が道外出身の Iターン型世帯持ち

労働者とそれ以外の労働者との聞に活動状況に差異が

確認できる。表4.10に新規参入労働者の地域活動への

参加状況とその理由を示した。これによるとター

ン型独身労働者とUターン型労働者は地域活動への参

加が低調である。参加していても自身の興味や関心だ

けの参加意識からである。 Iターン型世帯持ち労働者

のNo.3.No.4. NO.5は地域活動に全4参加していな

い。しかし. Noふ No.7.No.8のIターン型世帯持

ち労働者は程度の差はあるが何らかの地域活動にかか

わっている。配偶者の地域活動への参加状況と照らし

合わせてみると(表4.8).夫婦ともに道外から移住し

たIターン型世帯持ち労働者 (No.5.Noふ No.7.

No.8)全員が労働者もしくは配偶者のどちらかが積

極的に地域活動に参加している。その参加理由は「地

域との接点。住み続けるためのフィールド作りJ(No. 

6). I移住者にとっては地域との積極的かかわりが必

要J(No.7)であり. I地域」を強く意識したもので

ある。前項で確認したように. No.5. No.6. No.8の

配偶者も同じく「地域」を強く意識し，各種のイベン

トに顔を出している。ここからは道外出身の Iターン

型世帯持ち労働者とその配偶者の，何とかして地域と

接点を持ち人間関係を作り上げたいという強い意志を

読み取ることができる。

1)野菜市への重量加

野菜市へはNO.6とその配偶者. NO.8の配偶者，

NO.7が参加している。全員，夫婦ともに道外から移

住した Iターン型世帯持ち労働者かその配偶者である。

野菜市は滝上町産の各種野菜を毎月第 1. 3日曜日に

表4.10. 新規林業労働参入者の地域活動とその参加意識

劉脱却兄 その理由

No.1 陶芸サークル 両方とも趣味だから

バスケットボール協会

No.2 特になし

NO.3 特になし 出れば人の輸が伝説まるだろう杭プライバシーに干渉されてしまう

NO.4 特になし 祭りカ嫌いだから

No.5 特になし しようと思うがしたいことがない

NO.6 野菜市，英三話サークル 地蛾との援点住み続けるためのフィールドづくり

木工教室

NO.7 要諜市i陶芸サークル 移住者にとっては地域との積極的なかかわりカ毛必要だから

木工教室

NO.8 木工教室 士削指譜訪には興味がない.田舎暮らしは地賊との交鎖的主目的ではない

NO.9 バスケットボール協会 バスケットボールをしたし、から

No.10 バスケットボール協会

NO.ll 特になし



54 北海道大学演習林研究報告第60巻第1号

表4.11. 野菜市の展開過程

日時

1997年1月|日農業フォーラム」開催

活動の変遷など

6月| 理操市J(10 月まで毎月第 1 日曜日の特~9時から 11 時まで，場所は滝上町文化センター蹴揚)

I郷年 |代表めf家具頂回経営者へ

月1回の開倒ヨ数を2固に変更 (6月から叩月まで毎月第1日曜日と第38曜日の特約時から11時まで，場却ま

道の駅「香りの里滝上斗舗18曜日)と滝上町文化センター古田謁傭3日曜日))

笈削年 |関僻奇il'a'の変重三特可8時からのl時習
生震初を持ち寄る農家が当初の3，4軒から2倍になり，秋の収機期には10朝治参加

却 1年 |現在に至る

午前8時から町内の指定の場所でボランティアと地元

農家の協力により露屈で販売する「地産地消」を目指

した活動である。活動は2001年で5年目を迎えた。代

表は1996年に滝上町に Iターンした家具工房PZの経

営者uが務めている。この野菜市の展開過程の把握は，

現在参加している Iターン型世帯持ち労働者とその配

偶者にこの活動が何をもたらしたのかを検討するため

に不可欠である(表4.11)。

野菜市の開催は， 1997年1月に滝上町民センター

で開催された農業フォーラム「滝上(まち)を知り農

村(まち)を創るJ(町民大学講座推進委員会，滝上

農業農民研究会主催)がきっかけとなる。この会の席

上で当時北海道立滝上高校の教頭夫人であった主婦が

「農村である滝上町の農産物が庖に並んでいないJr農
家からもらったカボチャもスイートコーンもとてもお

いしかった。でも，地元のお居では手に入らないのは

どうして?Jと指摘したことが端緒となり，これに共

感した有志とおよそ20回にも及ぶ勉強会が始まる。参

加者はその学習過程で「町内産の野菜だけでは収穫の

時期が限られ安定供給ができない，町内での消費量が

少ないため流通機構ができにくい，など農家や商店の

立場J12を理解していく。しかし，その背後には「商庖，

商工会も訪ねたが，コストが高くなると冷たい対応を

されたJ13現実もあった。その後，勉強会は lつの結論

を出す。「風と土の会」の結成と「小さな試みですが，

地元の作物を食べることで，農業のことを考えるきっ

かけになればJ14と願つての「野菜市」の開催であった。

代表は農業フォーラムで発言した主婦が務めた。 1997

年6月1日の開催には会員の農家7軒がニンジン，ア

スパラ，ニラなどの野菜，花，野菜の苗を持ち寄り，

市価の 2-3割引で販売した。販売開始後すぐに売り

切れるほどの盛況であった。これ以降，開催形態など

若干の変更はあるものの， 1998年に現在の代表が就任

以降も活動は継続している。

こうして1997年の開催以来， 2000年には参加農家

数が大幅に増加するなど順調に活動を展開してきたよ

うに見える野菜市だが，現在，問題点を多く抱えてい

る。会の代表や1997年設立当時からの参加者である酪

農家は現在の状況を「止まっている」と表現する。こ

の酪農家も1970年代前半に東京都から滝上町に移住し

たIターン者である。当時から運動にかかわってきた

人はこのように「司活動のマンネリ化J15を感じている。

具体的には参加農家と客が固定化し一般の人が入りに

くくなっており，会の目標である地産地消が達成され

ていないことである。酪農家は開催時間の早さが原因

であると考えているのだが，協力者が日曜日にはほか

に予定が入っているため変更ができず，ボランティア

の限界を感じている。実際には市を聞けば20分ほどで

品物がさばけてしまうのだが，このように運動の中心

者は活動の停滞を懸念している。

野菜市は高校の教頭夫人という外部の人聞から開

始された歴史的経緯を持つ。そして現在の運動の担い

手達も農家を除けば全員がIターン者である。中心的

人物である家具工房経営者と酪農家も Iターン者であ

り，野菜市は Iターン者の集まりである。活動の停滞，

担い手や消費者の幅を広げることができないのは地元

の人を運動に取り込むことができずにいることを意味

する。野菜市は外部の人聞によって始められ，そのま

ま地元の人には理解されず"に展開してきた。ここで

はIターン者と地元住民を結びつけるコーディネータ一

役の人物の不在が指摘できる九そのために結局は I

ターン者自身が野菜市の展開を全過程において担わざ

るを得なかった。

この野菜市に Iターン型林業労働者とその配偶者

が参加している。彼らの参加目的は「地域との接点」

(No.6)， r移住者にとっては地域との積極的な交流が
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必要だからJCNo.7)である。 Iターン型林業労働者

達は野菜市に地元住民との交流の回路を求めた。しか

し，現実には運動の担い手は全員 Iターン者であり消

費者も広がりを見せていない。参加農家と消費者との

聞につながりができたことは間違いないことであり，

その点は一定の評価ができょう。しかしターン型

世帯持ち労働者とその配偶者は野菜市への参加によっ

て必ずしも本来の目的を果たしてはいない。

2)木工教室への書加

木工教室は野菜市を開催している「嵐と土の会」

の代表を務める家具工房PZの経営者が開催している。

彼はさまざまな職を経て道内各地を転住する中， 1998 

年に滝上町へ移住した。家具工房を経営しており，そ

の活動の一環として地域住民を対象に木工教室を聞く

予定であった。しかし，地域住民からは全く反応がな

く，紋別市から 2人の女性が2000年に参加するまで木

工教室は開催されることはなかった。その後，同じく

2000年に Iターン型林業労働者のNo.6，No.7， No.8 

の3人が参加した。 2001年にはNO.6の配偶者も加わ

り参加者は計4人となる。参加のきっかけは，経営者

の「ただ林業労働をするだけでなく，生産された木材

を一緒に加工することにより素材の大切さを知って欲

しい。そして仕事の意味を考えてほしいJl8という考え

に共感したからであった。ただし!野菜市と同様に「地

域」との接点を求めての参加がここにはあった。しか

し，メンバーは野菜市と同じように Iターン者に限定

されている。 Iターン型林業労働者は「地域Jとの接

点を作るという意味では目的を達成できていない。

3)社会教育活動への怠加

滝上町での社会教育活動は生涯学習を強く意識し

た「童話村ライフカレッジ滝上」を中心に展開されて

いる。その中に Iターン型林業労働者とその配偶者が

参加している陶芸教室 CNo.1， NO.5の配偶者， No.7) 

や料理教室 (No.6，No.7)がある。また英会話サー

クル CNo.6夫妻， NO.8の配偶者)は講師を社会教育

課が派遣しており一定のつながりがある。こうした社

会教育活動を通じて人の輪が広がっていく可能性はあ

る。ただし Iターン型労働者とその配偶者の参加はあ

まり広がりを見せていない。社会教育課は I1ターン

者を組織化するような活動はしていないJl9のである。

先述したように，野菜市の活動を生むきっかけ作

りの役割を果たしたのは社会教育課であった。現在，

社会教育課はこの活動にかかわっていないが，野菜市

展開のきっかけとなったフォーラムの開催が移住者の

知恵をまちづくりに生かそうとしたものであったこと

は注目しなければならない九当時，滝上町は移住者

を積極的に町に取り込もうとしていたのである。しか

し，その後の林業労働者の増加が始まる段階ではこう

した動きは見られない。

社会教育課は住民に最も近い存在であり，ゆえに

Iターン型労働者とその家族の直面する問題を共有す

る一番近い位置にある。しかし，現在，滝上町社会教

育課では Iターン型林業労働者家族の問題を認識して

おらず，従って，彼らの定住を目指した取り組みも展

開されていない。

4)そのほか

そのほかにも Iターン型世帯持ち労働者とその配

偶者は，酪農家の主催するキャンプの手伝い，バーベ

キュー，お互いの食事会などで交流している。その中

心的役割を果たしているのは労働者ではなくその配偶

者である。その参加者は全員 Iターン者に限定されて

いる。 Iターン者同士で固まりがちな人間関係が形成

されている。

5)矛盾への対応の意義と限界

このようにさまざまな活動が Iターン型林業労働

者とその家族によって取り組まれている。しかし，そ

れは必ずしも Iターン者の目的通りには展開されてい

ない。「何をするにしてもターン者同士，結局，

後から来た人が集まるJ'lのである。野菜市の参加には

一定の意味はあった。参加農家，消費者との交流はあ

る程度の人間関係の幅を広げることにはつながった。

しかし，これから先の可能性は疑問を持たざるを得な

い。滝上町行政当局，特にここでは社会教育課の対応

にも限界があった。 Iターン型林業労働者の中でIター

ン者と地元住民との両方に接点を持つ人は非常に少な

い。 NO.6はこの点について「私たちと CNo.6夫婦)，

No.7， NO.8の配偶者の 4人だけが Iターン者と地元

住民の両方に回路を持っているJ(括弧肉筆者)と述

べている。 Iターン型林業労働者とその配偶者が人間

関係を広げていくのは容易ではない。

4.3.小括
新規林業労働参入者はその内部にさまざまなパター

ンを持つ。その中で本章では，新規林業労働参入者を

Iターン型独身労働者と Iターン型世帯持ち労働者，
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Uターン型労働者に分類して，労働者の性格，抱える

矛盾を把握することを試みた。そして，現在，矛盾が

深刻な形で具体化しつつある Iターン型世帯持ち労働

者の姿を見た。それは配偶者が道外出身の Iターン型

世帯持ち労働者とその配偶者の「地域」との関係にか

かわる問題であった。新規林業労働参入者はこれから

も林業労働を続けたいと考えている。しかし，その背

後には地域社会に何とかして溶け込んでいこうと多く

の取り組みを休むことなく続ける一方で， r帰りたい…」
と口にしてしまう配偶者の存在があった。またその取

り組みは必ずしも意図した結果をもたらしてはおらず，

限界があることを明らかにした。地域社会に溶け込む

ため自ら努力せざるを得ず，そしてその努力が報われ

ない構造がある。その構造は滝上町地域社会の移住者

を受け入れる基盤の未整備により強化される。滝上町

地域社会の移住者を受け入れるに当たっての力量欠如，

都市出身の新規林業労働参入者を中心とした Iターン

労働者家族の増加に伴い必然的に展開されねばならな

い力量形成の欠如である。

ここで3.4.1.で指摘した事業体の就労条件の階層

性も労働者の抱えている不安や困難と切り離すことは

できない。グリーンたきのうえ労働者が不安や困難を

現在また将来において意識していないこと， SK林工

労働者が既に問題を抱えてしまっていることは，この

階層性に起因する面も大きい。事業体内部での対応に

は限界がある。

Iターン型独身労働者は現在よりも将来に不安，

もしくは困難を予期する傾向がある。それは「会社が

存続するかど、うかJr技術向上できるかどうか」など，
林業そのものに起因する事柄である。ただし結婚問題

に関しては「相手が見つかるかどうかJr交際相手が
滝上町を気に入ってくれるかどうか」など，少なから

ず「地域」に起因する若干の不安を抱いている。だが，

現在は「林業技術の向上」に集中して取り組んでいる

段階である。まだ何らかの深刻な問題は顕在化してい

ない。

Iターン型世帯持ち労働者は収入に将来の不安を

覚える人が多い傾向にある。だが，事業体問で差があ

り，グリーン滝上の労働者はあまり不安を感じてはい

ない。ここでは道外出身の配偶者を持つ労働者が深刻

な問題を抱えている点が注目される。その深刻な問題

とは「夫人が地域になじめない」ことである。その対

応として労働者とその配偶者の熱心な地域活動への参

加がある。ただし夫婦ともに道内出身の労働者は地域

に不満を持ちつつも静観し，配偶者が地元出身の労働

者は地域を全く意識していない。結婚したことにより

「さらに頑張ろうJ"とする労働者の傍らには， r地域に
なじめないJr東京に帰りたい」と考えている配偶者
がいる。 rr配偶者が帰りたい』のなら，滝上町を離れ
ざるを得ないJ"と，道外出身の配偶者を持つ労働者は

考えている。

Uターン型労働者は林業そのものには「特別な想

い」を持っておらず賃金重視である。就職は「知人か

らの紹介Jrハローワーク」からである。現在は特に
悩みを持っておらず，将来の「会社の行方」を心配し

ている程度である。「地域」は全く意識していない。

滝上町にもこだわりを持っていない。
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を」 滝上でフォーラムー， 1997年 1月24日，朝

刊

21) 1ターン酪農家への聞き取り調査。

22) No.5， No.6， No.8への聞き取り調査。

23)同上

働力「確保」に関して事業体ごとに特色ある対応を取

り，一定の成果を挙げていることを確認した。異体的

には，若年労働力確保を IUターン Iターンフェア」

の回路に事実上限定し，都市出身者を次々と獲得して

いる欄SK林工と側EM木材産業.就労条件を高い水

準に設定し，道内外からの若年UターンおよびIター

ン労働力を確保している第3セクターグリーンたきの

うえ。地元住民とUターン者を対象にして，縁故採用

を軸に労働力確保を進めるKN造材部。以上の事業体

はそれぞれに特徴ある経営を展開し，その上で協業化

も進めている。この協業化が労働力確保に与えた影響

も大きい。しかし，こうした取り組みを続けることが

できる事業体の一方で，悪化する経営に事業展開もま

まならず労働者に満足な就労条件を提示できずにいる

事業体，側KS林業の存在も同時に確認した。林業か

ら撤退しつつあるKS林業を除いて， こうした事業体

による林業労働力確保の取り組みは，滝上町における

若年Uターン者と Iターン者の増加をこの 3年余りの

聞にもたらした。特に Iターン型労働者の増加は著し

く，その多くが東京都での生活経験者であった。労働

市場は東京に直結し， ，林業労働者は東京にいる」と

でも言うべき状況が作り出された。現在では，この新

規林業労働参入者らは各事業体において主要な労働力

として認識されている.こうした動向は， 3.で明らか

にしたように，第3セクター「グリーンたきのうえ」

の設立と事業体の，uターン Iターンフェア」への参
加が大きな転機となった。またここでは，それらの対

応が滝上町当局の施策と密接に関連しつつ展開してき

たことも指摘しなければならない。

第2に，事業体側はそれぞれにその認識と取り組

みに大きな差を伴いながらも， リクルート方法がほぼ

定着を見たと考えられる現段階においては，労働者の

「確保」から「定着」へと関心を移しつつある。滝上

町の林業事業体は若年林業労働力確保に関しては一定

の成果を挙げており，今後も新規参入は見込める。こ

うした中， EM木材産業に代表される「定着」を意識

した取り組みが展開されつつあるのは3.で確認した。

同時に， SK林工に典型的に現れた，労働者の「確保」

が「定着」を優先している事例もあった。新規林業労

働参入者が独身から世帯持ちへとライフステージを移

5.考察 行させていることを， EM木材産業は，結婚がこれか

5.1.新規林業労働参入者をめぐる緒問題 ら先の定着への意思表示であると受け取り配偶者に関

これまでの検討をまとめると以下の通りである。 して何らかの支援を講じ始めた。しかし， SK林工は

第1に，滝上町における林業事業体が若年林業労 結婚を無条件に定着への意思の現れであると受け取っ
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ているだけで特に配偶者に関する取り組みはしていな

い.このように，労働者とその配偶者に新たな問題を

発生させている結婚に関して事業体には大きな認識の

差異がある。

第3に，現時点ではターン型林業労働者は地

元では再生産不可能な林業労働力を補完するためだけ

の存在に過ぎないと結論付けざるを得ない状況が明ら

かになった。これから先，長い時聞をかけて養成して

きた新規林業労働参入者の定着は，事業体側にとって

大きな問題になるであろう。現在，新規参入者は道外

出身の Iターン型労働者が主流である。各事業体のリ

クルート方法を考慮すると，将来もこの傾向が続き，

その比重を増していくことになるであろう。その中で

Iターン型世帯持ち労働者を，配偶者を含めてどのよ

うに扱うのかが間われている。同時にそれは Iターン

型労働者全体の問題である。事業体のUターン Iター

ンフェアへの参加は，都市生活経験のある経営者が

「都市には林業労働をしたい人がまだいるのではない

か」と考えた時に始まった。しかし，賃金や生活の便

利さを捨てて林業の世界に新規参入してきた，つまり

は経済的な価値以外の価値を林業もしくは滝上町に求

めてきた労働者に対して，現段階でその価値を実現で

きているかといえば難しい問題である。それは「田舎

での地域住民との交流」を目的にしていた労働者が実

際には人の輪がなかなか広がらずにいることや. I自

然環境を意識した林業労働の実践」を目指していた労

働者が現状の自然破壊に近い現場に思い悩む2という

事例に示される。事業体間，個々の労働者で認識，取

り組みの差があるため一概には言えないが，このまま

では林業労働力の低賃金構造の再編に終わる危険性が

ある。

総じて新規林業労働参入者の定着基盤は脆弱であ

る。現時点では確かに新規参入者の定着率は非常に高

い。しかし. 1ターン型世帯持ち労働者，特に配偶者

が道外出身の労働者が今後も林業労働を継続していく

かどうかは未知数と言える。ほとんどの労働者が労働

への適応の有無を問われる 1年を乗り切り，その多く

が独身者から世帯持ち者へとライフステージの移行を

進めつつある。そして，労働者側はこれから先さらな

る定着に向けては，大きな困難が顕在化，もしくは将

来顕在化しそうだと考えている。労働者は独身から世

帯持ちへとライフステージを移行した時. I配偶者の

地域への融和」の問題を抱え込んだ。これはター

ン型林業労働者はその配偶者も含めて，林業だけに参

入しているわけではないことを意味している。 Uター

ン型労働者と大きく違う点は，それが新たな「地域社

会」への参入を意味していることである。 Iターン型

労働者は.I林業そのものへの参入」が引き起こす諸

問題だけでなく，林業の存立条件上必然的に付随する

「農山村地域社会への参入」が引き起こす諸問題も抱

えている。このことが顕著に現れたのが，配偶者が道

外出身の Iターン型世帯持ち労働者であった。しかし，

これは将来のことも視野に入れるならば Iターン型世

帯持ち労働者だけの問題ではない。 Iターン型独身労

働者もいずれは世帯持ち者へとライフステージを移行

させるであろうからターン型労働者全体の問題と

して捉える必要がある。

以上述べたことから問題の所在は明らかである。

問題の所在は，行政，事業体を含めた地域側の，上記

のような新規林業労働参入者の抱え込む課題について

の認識不足にある。それゆえ，行政，事業体の対応は

労働者にとって適切さを備えていない. 1ターン型林

業労働者は林業そのものに起因する諸問題というより

もむしろ，農山村地域社会に起因する諸問題に直面せ

ざるを得ない。そして，現在l年以上の定着を見て，

世帯持ちへと移行が進んでいる状況では後者に比重が

移っている。その中で、後者への参入を果たすために労

働者と配偶者はさまざまな取り組みをしてきた。それ

が野菜市であり，木工教室であり，各種のサークル活

動であった。しかし，それは人間関係を広げることに

一定の役割を果たしたものの限界があった。

5.2.新規林業労働参入者の定着諸条件

筆者は Iターン型林業労働者の現段階を「仮のJ

定着から「真の」定着へと移行できるかと、うかの過渡

期にあると捉える。「仮の」定着とは林業労働の適応

の有無を問われる l年を乗り切った段階を示し. I真

の」定着とは独身者から世帯持ち者へとなり「地域」

へ本格的に生活の場を移すことを意味する。ここでは

労働者の就労環境の整備だけでは解決できない問題が

顕在化している。 Uターン型林業労働者については就

労環境の整備などが有効に作用することは，彼らの

「現在もしくは将来に対する困難」を見れば明らかで

ある。しかし，ゼロからの人間関係をはじめとした

「農山村地域社会への参入」を同時に果たさなければ

ならない Iターン型労働者は，自身だけではなく配偶

者にも多大な精神的，肉体的負担を強いている。行政，

事業体は. 1ターン型労働者を受け入れることが「配
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偶者の地域への融和」という問題をいずれは抱え込ま

なくてはならないこと. I何かするとなれば集まるの

は結局 Iターン者J3I地元住民と Iターン者の両方に
つながりがあるのは数人だけターン者内部で固まっ

ている人が多いJ4という現実の状況を現段階ではあま
り認識していない。滝上町林業の主要なる担い手を育

成すること，それは Iターン型林業労働者の「真の」

定着と同義である。ここではUターン型林業労働者と

は異なる次元での対応が求められる。

Iターン型林業労働者の配偶者は資格や貴重な就

労経験を持っている場合が多い。保母資格の所有者で

て挙げられる。

Iターン型林業労働者とその配偶者を地域に根付

かせることができるかどうか。行政，事業体側が労働

者側との間にある現段階に対する認識の差に「気づきJ.
それを埋めることが課題となる50 滝上町地域が新規

林業労働参入者の定着基盤確立という力量を形成する

ためには，まず，行政，事業体側のこうした「気づき」

が求められる。しかし，それは今後の経営動向を視野

に入れるならば，事業体個別レベルでは対応できない

問題なのである。

あるNo.6の配偶者，高度なパソコン技術を持ってい 注および参考文献

るNo.7の配偶者，前職の事務経験を生かせるNo.5. 1) No.7への聞き取り調査。

No.8の配偶者などである。こうした能力を生かせる 2) No.5. No.8への聞き取り調査。

通年雇用の場の確保が第1に求められよう。同時に 3)No.7. 1ターン酪農家への聞き取り調査。

Iターン者を意識した，人間関係を広げることができ 4) No.4. No.6への聞き取り調査。

るような行事の開催，同年代の地域住民との交流の場 ただし，経営者(資本)と労働者の間に認識の共有は

の確保が必要である。そのために滝上町行政当局，特 可能かという問題は残る。 SK林工を退職したNo.16

に住民に最も近い社会教育課が労働者家族に果たす役 は「社長には(仕事上，生活上の)本当の悩みなど話

割は大きい。かつて野菜市の活動を生んだきっかけを せるわけがない。愚痴や本当の悩みを言える仲間が欲

作ったのは社会教育課であった。野菜市の展開は必ず しかった。社長はそのことが分かっていないJ(括弧

しも運動者(実践者)の意図した方向には向かわなかっ 内筆者)と言う。今回は，こうした場面において重要

たが，この活動を導くに至った社会教育課の役割は評 な鍵を握っているのが行政，特に社会教育課の実践で

価できる。 Iターン者を対象にした社会教育実践の上 はないだろうかとだけ指摘しておく。

に賃金をはじめとした就労環境，低水準にある住宅環

境の改善がなされるならば，労働者の「定着Jに有効

に機能するであろう。 Iターン者だけを対象にしてい

るわけではないが，滝上町が現在進めている公営住宅

の整備は Iターン型林業労働者の定着に大きな役割を

果たすに違いない.

また3.ではターン型労働者の「確保」には大

きな意味を持ったが. I定着」に関しては機能してい

ない「木質バイオマスエネルギー」プロジェクトの姿

を見た。このプロジェクトへの労働者の参加が実現す

れば，それは先に挙げた「生活」場面での対応にとど

まらない，労働者自身に対する「生産」あるいは「労

働」場面での対応ということになろう。それは新規林

業労働参入者に対する労働力補完的認識からの脱却も

意味する。こうした「生産Jあるいは「労働」を「生

活」と結びつけた対応が，滝上町地域全体の課題とし
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Summary 

In our co田町，people who had once lived in cities， especially younger ages have participated in 批 fores町 sincethe 

beginning of the 1 990s. This田ndhぉ spreadall across the co田町， involving interzonal difference. They could be the 

main of Japanese fore鈎ylabor in the fu仰向.However， It has been reported that白estability of newly participating fores佐y

workers is low. At the moment， it seems that the stability has not been improved in spite ofvarious efforts， for example in 

improving working conditions. 

In Takinoue-cho， which is a small town in Hokkaido and where young fores町 workershave increased since around 

1998， we therefore studied on requirements for the stabilization of newly participating workers. our result suggested as 
ob抑制ionsin the stabilization that I-turn勿peworkers， whose spouses do not come企'omHokkaido， have serious problem 

of when they mix with rural community and that there aren't consensus about白紙problembetween labor and management. 

The present states of new fores町 workersin Takinoue-cho could be defined as町四国tionperiod from "temporary" 

to "permanent" stabilization. In order to establish the "permanent" stabilization， we proposed伽 tthe adminis回 tionand 

management should eliminate the concept of labor supplement， ensure places of employment for spo凶 esconsidering their 

abilities and conduct social education for workers'ぬmi1iesin their daily lives. So it is needed that the community receiving 

labor should cooperate in白紙practice.

Key word : Newly Participating Fores町 Workers，Security in F ores町LaborForce， Requirments for the Stabilization， 

Mountainous Rural Area， Social Educatuon 


